
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

「つながり」が拓く堺の未来 

実践報告集 

 
社会教育の観点から、 

魅力あふれるさまざまな市民の活動をご紹介します。 
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堺市社会教育委員会議が平成２９年６月に「『つながり』がこれからの堺を変える～堺が考える社会教育～

（提言書）」（以下「提言書」という。）を作成してから２年が経ちました。 

「提言書」の「はじめに」において、私たち社会教育委員が気づいたこととして、「『社会教育とは何か』とい

う問いを書物や学識経験者の理論や、公民館、図書館や博物館などの社会教育施設での教育、これまでの

『行政の立場から見た社会教育』という枠組みに求めるだけでは、激しく変動していく社会のなかで、多くのみ

なさんが日々実感している、成長につながる貴重な学びあい教えあいの理解と発展には十分ではない」という

ことをお示ししました。 

その後、わずか２年のうちに、社会教育を取り巻く環境は大きく変化しました。出入国管理及び難民認定法

が改正され多くの外国の方が就労のため来日が予想されたり、約１４０年ぶりに成人年齢が見直され２０歳か

ら１８歳に引き下げられたり、堺茶の湯まちづくり条例が施行されたり、堺がＳＤＧｓ未来都市に選定されるな

ど、時代の大きなうねりによって社会教育をめぐる環境は常に変わり続けています。この多様化する社会で、学

校・地域・家庭そして企業が「つながる」ために、社会教育の果たしていく役割は一層大きくなったのではない

でしょうか。 

 このように常に変動しつづける社会のなかで、私たち社会教育委員は「提言書」の考え方にそって、市民主体

の社会教育の場や堺市の施策の場に出向くことで、さまざまな形での「つながり」や「学びあい、教えあい」に

気づき実感するとともに、さまざまな課題解決や要望の実現のために、場に応じ創意工夫に日々取り組まれて

いる、生きた（成長し続ける）社会教育を新たに発掘することができました。 

私たち社会教育委員は、これらの魅力的な活動の場を「ぶらり社会教育」として訪問し、気づき実感したこと

を多くの方々と分かちあうために「訪問記」として表し、堺市のホームページで発信するとともに、提言書自身

も、時代とともに更新し、成長を続けるため実践報告書をまとめることとなりました。 

この実践報告集の作成にあたり、地域等の課題解決や要望をいかに実現するのかということを分かりやすく

伝えるため、時代に即した観点から、社会教育の新しい流れも盛り込みました。 

また、私たち堺市社会教育委員会議が「提言書」を広く知っていただくために主催したイベントや、本会議の

協力により実施したイベント、行政等の取組もあわせて紹介しています。 

今回、本実践報告集を作成するにあたり、社会教育を広く知っていただくという提言書の理念に対し、各種

団体のご理解ご協力のもと、市民のみなさんの活動の場などを訪問させていただき、ご多忙の中、貴重なお時

間をいただきご対応いただきました。この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

この実践報告集を、市民のみなさんや各種団体の方々と共有することで、これからの堺、これからの日本、こ

れからの世界、これからの地球のため、さらなる社会教育を作り出していただく気づきとなることを期待してい

ます。 

 

令和元年１１月 

堺市社会教育委員会議 

 議長 餅木 哲郎 
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第２章 

Ｐ１４・・その一 「ふれあい親子フェスティバル」 

            -東浅香山校区まちづくり協議会- 

Ｐ１６・・その二 「関西矯正展バザー」 

                 -堺市更生保護女性会- 

Ｐ１８・・その三 「石津っ子クラブ」 

             -浜寺石津校区まちづくり協議会・浜寺石津校区福祉委員会- 

Ｐ２０・・その四 「堺市ＰＴＡ協議会 中央研修会」 

               -堺市ＰＴＡ協議会- 

Ｐ２２・・その五 「いわき・さかい生徒会交流会」 

               -堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会- 

 

社会教育委員による、各種団体の「つながり」の発見！ 

Ｐ４・・・第１節 提言書のふり返り 

Ｐ５・・・第２節 実践報告集の目的 
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Ｐ３４・・事例１ 「学びあい・教えあいの場『社会教育フェスタ』」  

-堺市社会教育委員会議・堺市教育委員会- 

Ｐ３８・・事例２ 「親子で！みんなで！古墳を清掃！」 

         -堺市ＰＴＡ協議会・堺市教育委員会- 

 

  
第 4章 

Ｐ４４・・事例１ 「おもてなしトイレ（大仙公園）」  

Ｐ４６・・事例２ 「堺市博物館」 

Ｐ４８・・事例３ 「ＴＡＬＫ★ＣＡＦＥ 高校生みらい議会」 

 

Ｐ５１・・堺市社会教育委員名簿  

Ｐ５２・・堺市社会教育委員会議審議経過 

Ｐ５３・・用語解説 
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平成３０年度は、キーパーソンの思いに、より触れることができました！ 

第 5章 

   

 

Ｐ５６ 

 

Ｐ２４・・その一 「夏休み親子茶会」 

            -堺市西地区保護司会- 

Ｐ２６・・その二 「いわき・さかいフレンドシップサークル（2018）」 

            -堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会- 

Ｐ２８・・その三 「校区美化活動」 

            -福田校区自治連合協議会・福田小学校ＰＴＡ- 

Ｐ３０・・その四 「子ども食堂『こども夢くらぶ』」 

-こども夢くらぶ- 
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法律上、「社会教育」とは、「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及

び地方公共団体によって奨励されなければならない。」（教育基本法第１２条第 1項）、「学校の教育課程

として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及

びレクリエーションの活動を含む。）をいう。」（社会教育法第２条）と規定されています。 

【「つながり」がこれからの堺を変える～堺が考える社会教育～（提言書）Ｐ５より】 
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 提言書に詳しく記載しています！Ｐ４ 「一般に言う社会教育って？」 

第１節 提言書のふり返り 

平成２９（２０１７）年６月、私たち堺市社会教育委員会議は、「つながり」がこれからの堺を

変える～堺が考える社会教育～（提言書）（以下、「提言書」という。）を策定しました。 

 私たちは、そもそも「社会教育とは何か」という問いから、市民のみなさんの立場から見て、「私

たちが社会教育をどのようなものとして理解すれば、自分たちが楽しくなる、成長できる、そして

生活がより豊かになるのか」を考え、会議の活性化のスタートをきりました。 

そして、策定した「提言書」の中で「堺の考える社会教育」として、以下の２点を提言しました。 

 

 

〇これまでの「行政の立場から見た社会教育」の考え方に、「みなさんの立場からみた社会教育」

の考え方を加えます。 

○社会教育を特別で難しいものと考える必要はなく、日々の活動にも見つけることができます。 

○「私たちが社会教育をどのように理解すれば、私たち一人ひとりの生活がより豊かになるの

か」と、日々の活動において考えてみましょう。 

 

 

○日々の活動にある社会教育のなかでも、とりわけ、ともに学んだり、教えたりする「つながり」を広

げていくことで、さまざまな課題が解決され、要望が満たされるなど、より豊かな生活を送ること

ができ、みなさんは幸せを実感することができると考えています。 

○これまでは海を介した他の国々などとの「つながり」のなかで堺が発展してきました。これからは 

社会教育を介したみなさんの「つながり」のなかで、地域、そして堺がさらに発展していくものと考

えています。 

 

 

第１章 

 
社会教育とは？ 
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第２節 実践報告集の目的 

「提言書」の中において、一般的な社会教育の概念に加え、一人ひとりが日々の生活の中で出

会うさまざまな課題の解決などに向け、自分にあった形で学んでいると述べました。それが個人

や各種団体など、形態はさまざまですが、それらの多くは、人と人との「つながり」のなかで、

「ともに学んだり、教えたり」する関係が成り立っています。 

つながることを通じて、みなさんが成長するとともに、みなさんの知識、能力、経験や存在が

生かされ、人に認められ役に立つなどの喜びを感じ、また、人に支えられるという安心感も生ま

れます。その結果、さまざまな課題が解決され、要望が満たされるなど、より豊かな生活を送る

ことができ、みんなが幸せになると考えています。 

そうすると、地域、そして堺が発展するとともに福祉が向上し（幸せが広がり）、また、このよ

うな「つながり」が全国、やがて世界にも広がるようになれば、「人類の福祉と平和」が実現し、

「誰もが取り残されない、一人ひとりが幸せな社会」となると考えています。 

このような「つながり」を、みなさんや各種団体と一緒に広げていくのが、社会教育委員会議

の役割と考え、私たち社会教育委員は「つながり」拡大の仕掛け人として、堺の魅力ある社会教

育の活性化に寄与したいと考えています。 

 

 

〇団体が日々取り組んでいる活動を訪問し、学びあい教えあいに気づき実感します。 

〇気づき実感したことを言葉や図などで表し、提言書などにまとめます。 

〇提言書などにまとめたことを分かち合う場を設け、呼びかける活動などを行います。 

【「つながり」がこれからの堺を変える～堺が考える社会教育～（提言書）概要版より】 

 

 
社会教育委員会議は、何をするのかな？ 

- 5 - 

 この実践報告集は、「提言書」策定からの２年間で、さまざまな主体が行っている社会教育活動

の場への社会教育委員の訪問活動（ぶらり社会教育）の事例集を中心に構成しています。 

堺で市民のみなさんやさまざまな各種団体が、日々取り組まれている「ともに学んだり、教え

たりする」社会教育活動のなかにこそ「みなさんやそれぞれの地域の課題」を解決する要素があ 

り、今回、実践事例集という形で、みなさんと広く分かち合うことで、

ｓ          それぞれの抱える課題への解決につながるとともに、新たな社会教育活          

動への一助になればと考えています。 

「つながり」がこれからの堺を変える～堺が考える社会教育～（提言書）

（平成２９年６月策定） 

左記の提言書は、堺市ホームページからご覧いただけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践報告集では、第３章以降でさまざまな社会教育活動を紹介していますが、社会教育につい

て理解を深めるためには、法律に定める「社会教育」の概念や提言書の内容に加え、時代に即し

た観点を知ることも大切だと考えます。 

本章では、提言書を策定した平成２９（２０１７）年以降の２年間を中心に、社会教育に関連

した出来事を「世界」「日本」「堺市」の３つの観点からご紹介します。 

 

第２章 

第１節 世界の動向 
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社会教育との関係  

 ＳＤＧｓは、先進国と開発途上国がともに共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標であ

り、地球上の「誰一人取り残さない」ことを明確に掲げています。ＳＤＧｓは、私たちが地球で

ずっと暮らしていけるよう、国連や企業、有識者たちが知恵を寄せ合ってできたものですが、私

たちが毎日の生活の中で取組んでいる中にも、ＳＤＧｓに深く関係しているものがあります。 

 社会教育でも、一人ひとりが日々の生活の中 

で出会うさまざまな課題の解決などに向け、自 

分にあった形で学んでいると思います。ＳＤＧ 

ｓも同様に、今、私たちの世界が直面している 

さまざまな問題を解決することをめざしており、 

誰もが取り残されない、一人ひとりが幸せな社 

会を実現するという目標は、社会教育において 

も共通する大事なことだと考えています。 

 提言書との関連 Ｐ７「堺の社会教育の目的、現状・課題及び効果」 

 

１．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals） 

ＳＤＧｓとは？   

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：エス・ディー・ジーズ）とは、平成１２（２０００）年の国連

ミレニアムサミットで策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）が平成２７（２０１５）年で

終了することをうけ、同年９月、ニューヨークで開かれた国連総会で採択された「持続可能な開

発のための２０３０アジェンダ」の中核をなすもので、平成２８（２０１６）年から令和１２（２

０３０）年までの１５年間に、貧困や不平等・格差、気候変動、資源の枯渇、自然破壊などのさま

ざまな問題を根本的に解決し、私たちの世界をより良くすることをめざす、世界共通の１７の目

標です。 

ＳＤＧｓは、「２０３０年の世界のあるべき姿＝さまざまな課題が解決された、持続可能な社会」

を実現するための１７のゴール（目標）であり、その下に、１６９の具体的なターゲットと２３

２の指標が定められています。 
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主な改正内容    

（１）「地域学校協働活動」に関する連携協力体制の整備 

（２）「地域学校協働活動推進員」の委嘱に関する規定を整備 

改正概要     

平成２７（２０１５）年１２月の中央教育審議会による答申（地域と学校の連携・協働）を受

け、地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民や保護者等の参画により地域全体で子供たちの

成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進するため、改正社会教育法が平成２９

（２０１７）年４月１日から施行されました。 

改正概要      

平成２９（２０１７）年６月、性犯罪に関する改正刑法が国会で可決・成立しました。今まで

女性に限定されていた強姦罪（改正後の名称は強制性交等罪）の被害対象者が性別を問わない形

となるなど、明治４０（１９０７）年の刑法制定後１１０年ぶりに改定されました。 
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 提言書との関連 Ｐ１７ 「堺らしい社会教育に関する歴史や文化」 

１．地域学校協働活動の推進に関する社会教育法の改正 

主な改正内容    

（１）強姦罪の強制性交等罪への変更 

（２）性犯罪の厳罰化 

（３）性犯罪の非親告罪化 

（４）監護者による子どもへの性的虐待を処罰 

（５）強盗強姦罪の構成要件の見直し 

社会教育との関係  

堺市では、人権課題の解決と国際平和の実現のため、「人権擁護都市」「非核平和都市」を宣言し、

「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例」を制定するなど、平和と人権を尊重するまちの実現を図るこ

ととしています。同条例第３条において、「平和、人権等地球規模の課題について身近なことから積極的に

取り組む」と規定し、日常における人権などの課題を意識し、取り組むことをみなさんの役割としています。 

２．性犯罪を厳罰化する改正刑法 

社会教育との関係  

地域社会全体で子どもたちの成長を支えるという目的のためには、幅広い地域住民や保護者等

の参画により、地域と学校が連携・協働することで、多様化する社会に対して、社会総がかりで

の教育を実現することが重要です。 

 提言書との関連 Ｐ７「堺の社会教育の目的、現状・課題及び効果」 

 

第２節 日本の動向 
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３．人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申） 

 提言書との関連 Ｐ２１ 「堺の豊富な社会教育的資源の活用」 
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概要        

平成３０（２０１８）年１２月２１日、中央教育審議会（中教審）は、同日開催された第１２０

回総会において、「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答

申）」をとりまとめました。 
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に
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社会教育との関係  

地域における社会教育の意義と果たすべき役割として、「社会教育」を基盤とした、人づくり・

つながりづくり・地域づくりが重要です。人口減少、高齢化、グローバル化、つながりの希薄化

など多様化する社会への対応として、ＳＤＧｓに向けた取組等をはじめ、持続可能な社会づくり

をすすめるため、住民自らが担い手として地域運営に主体的に関わっていくことの重要性や住民

による社会教育活動を支援するため、行政による社会教育施設の有効活用が重要です。 

社会教育との関係  

本法改正により、就労を目的に多くの外国人の来日が想定されます。就労する企業や住民とし

て居住する地域社会で多くの接点が生まれることから、企業や地域社会において、お互いの文化

や生活環境を尊重しながら共に生活できるよう、相互理解が大切になるのではないでしょうか。 

主な内容      

（１）今後の地域における社会教育の在り方 

   ・地域における社会教育の意義と果たすべき役割～「社会教育」を基盤とした、人づくり・

つながりづくり・地域づくり～ 

   ・新たな社会教育の方向性～開かれ、つながる社会教育の実現～ 

（２）今後の社会教育施設の在り方 

・今後の社会教育施設に求められる役割 

・今後の社会教育施設の所管の在り方 

４．改正出入国管理及び難民認定法 

概要            

平成３０（２０１８）年１２月８日、特定の技能を有する外国人に新たな在留資格を与え、人

手不足を解消すること等を目的とした改正出入国管理及び難民認定法が成立しました。 

主な内容      

日本での労働を希望する外国人を対象に、新たな在留資格を創設し、介護や外食業などの特定

の単純労働分野で外国人労働者の受け入れを拡大するもの。新たに「特定技能１号」と「特定技

能２号」という在留資格を設け、生産性の向上や日本人労働者の確保に取り組んでもなお人手が

必要な分野で外国人の就労を認めるものです。 

 提言書との関連 Ｐ７「堺の社会教育の目的、現状・課題及び効果」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要        

令和２（２０２０）年４月より、社会教育主事がＮＰＯや企業等の多様な主体と連携・協働し

て，社会教育事業の企画・実施による地域住民の学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づく

りに中核的な役割を担うことができるよう、その職務遂行に必要な基礎的な資質・能力を養成す

るため、社会教育主事講習及び大学（短期大学を含む。）における社会教育主事養成課程の科目の

改善を図るものです。 

社会教育との関係   

１８歳、１９歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境が整備されるこ

とで、積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。 
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主な内容          

社会教育主事講習及び養成課程の学習成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生

かされるよう、講習の修了証書授与者が「社会教育士（講習）」、養成課程の修了者が「社会教育

士（養成課程）」と称することができることとしています。 

６．民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）について 

主な内容         

（１）成年年齢の引き下げ（民法第４条） ２０歳から１８歳に引き下げ 

（２）女性の婚姻開始年齢の引上げ（民法第７３１条）婚姻開始年齢は男女とも１８歳に統一 

概要            

平成３０（２０１８）年６月１３日、民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げること等

を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。（令和３（２０２２）年４月１日施行） 

民法の定める成年年齢は、明治２９（１８９６）年に民法が制定されて以来、２０歳と定めら

れてきました。成年年齢の見直しは、明治９（１８７６）年の太政官布告以来、約１４０年ぶり

となります。 

 提言書との関連 Ｐ１３「堺らしい社会教育と社会教育資本へ焦点をあてて」 

 

５．社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について 

社会教育との関係  

「社会教育士」は、都道府県及び市町村に配置される「社会教育主事」と異なり、教育委員会

の発令を必要としません。 

社会教育主事講習や養成課程の学習成果を活かし、社会教育行政のみならず、社会教育関係団

体やＮＰＯ、企業等の多様な主体と連携・協働して、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な

分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待されます。 

また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・ 

協働が図られることが期待されます。 

 提言書との関連 Ｐ２１ 「堺の豊富な社会教育的資源の活用」 
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主な内容       

 「堺セーフシティ・プログラム」では、平成２５（２０１５）年から令和元（２０１９）年まで

の５年計画です。５年後に想定される堺のまちの姿を実現するための指針が示されています。 

（１）ハード面における安全・安心な生活環境の確保 

（２）性暴力被害者支援に係る関連機関の連携強化・性犯罪の顕在化 

（３）性暴力の被害者にも加害者にもならない当事者意識の啓発 

（４）安全・安心を支える市民意識の醸成と市民参加の強化 

概要              

 ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関）が取り組むセ

ーフシティーズ・グローバル・イニシアティブは、世界に呼びかけ、安全な都市空間の形成を目

的として「公的空間」における女性と女児に対する性暴力やセクシュアルハラスメントを防止し、

減少させる有効な対策を構築し、最終的には、世界各都市にそのモデルの提供を行う取組です。 

堺市では、平成２５（２０１３）年１２月、先進国で２番目、国内では初めて参加を表明し、

「堺セーフシティ・プログラム」として取り組んでいます。 

社会教育との関係  

克服すべき重要な社会課題である「女性に対するあらゆる暴力の根絶」にむけた気運が高まる

ことで、「すべての人にとって安全安心なまち堺」につながります。 
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２．百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産の登録へ 

 提言書との関連 Ｐ１７ 「堺らしい社会教育に関する歴史や文化」 

 

 提言書との関連 Ｐ２１ 「堺の豊富な社会教育的資源の活用」 

 

概要              

百舌鳥・古市古墳群は、古墳時代の最盛期（４世紀後半から５世紀後半）にかけて築造された、

古代日本列島の王たちの墓群です。 

 

第３節 堺市の動向 

１．堺セーフシティ・プログラムの取組について 

第
２
章 

実
践
報
告
集
の
背
景
に
つ
い
て 

社会教育との関係  

 「百舌鳥・古市古墳群」という地域が誇る文化遺産を、みなさんが大事に思い、後世に伝えて

いくことや、世界の人々に発信していくことで、私たち相互のつながりが深まることが、文化を

介した社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の広がりと深まりの進展に他なりません。 

主な内容        

令和元（２０１９）年５月１４日、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモス（ＩＣＯＭＯＳ）

により、「百舌鳥・古市古墳群」を世界遺産に登録するよう勧告がありました。今後は、第４３回

世界遺産委員会（令和元（２０１９）年６月３０日～７月１０日、アゼルバイジャンで開催）に

おいて、令和元（2019）年 7月 6日、世界遺産に登録されました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要           

 中世、堺では世界に開かれた貿易都市として発展を遂げるとともに、町衆が納める自由・自治

都市として繁栄し、進取の気風に満ちあふれていました。その中で、今井宗久、津田宗及、千利休

等の多くのすぐれた茶人が生まれ、なかでも、千利休は、わび茶を大成し、茶の湯におおきな足

跡を残しました。 

また、堺では、現代においても市民、事業者等によってさまざまな茶会が催されるなど、堺で

は茶の湯を楽しむ文化が受け継がれています。茶の湯を楽しむ文化が大切に育まれてきた堺を誇

りに思うとともに、これを次世代に引き継ぐため、茶の湯の文化が息づくまちをめざすことを目

的に本条例が制定されました。（平成３０（２０１８）年１０月１日施行） 
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主な内容        

 本条例は、堺市、市民等及び事業者が連携及び協力をし、本市において茶の湯文化を振興する

ことにより、市民の豊かな心の醸成及び都市魅力の向上に寄与することを目的としています。 

社会教育との関係  

 茶の湯において重んじられている、互いに敬い、思いやりの心を持ち、ふれあいの時間及び空

間を大切にする「和敬清寂」や「一期一会」の精神には、社会教育が息づいています。 

 提言書との関連 Ｐ１７ 「堺らしい社会教育に関する歴史や文化」 

 

４．ダナン市（ベトナム社会主義共和国）との友好都市提携 

概要            

堺市では、ダナン市（ベトナム社会主義共和国）との交流をさらに広範なものとし、相互の理

解と友好親善を深め、両市の一層の発展と持続可能な社会構築のため、平成３１（２０１９）年

２月に友好都市提携が結ばれました。 

主な内容        

 ベトナム中部の大都市であるダナン市とは、在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館が堺市に

移転開設された平成２１（２００９）年から交流が始まりました。これ以降、同年に市政１２０

周年を記念して開催した「堺・アセアンウィーク」において、ダナン外国語大学で日本語を学ぶ

学生たちが民間大使として来堺し、児童や学生たちと交流する民間大使プログラムが続いており、

また、近年では、現地で開催される「ダナン越日文化交流フェスティバル」に茶の湯などの民間

団体が毎年参加するなど、交流を重ねてきました。 

社会教育との関係   

 堺は、中世、「ベニス（イタリアの自由都市）のごとし」と言われ、海を越えて広く国外に知ら

れていました。海を介して海外の知識や技術などを堺につなげたのは、過去の堺の人々であり、

社会教育を介して「つながる」これからの多様性を持った社会の主役は、現在のみなさんです。 

  提言書との関連  Ｐ２４「堺らしい社会教育の持続的発展に寄与する社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）」 

３．堺茶の湯まちづくり条例 
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概要            

「ＳＤＧｓ未来都市」とは、平成２７（２０１５）年９月に国連で採択された持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）の推進に向け、内閣総理大臣を本部長とする「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

推進本部」において、新たに創設されたものです。 

堺市は、「ＳＤＧｓ未来都市」として選定する国の公募に対して、平成３０（２０１８）年３月、

人口減少や高齢化などの地域課題解決をめざす提案を行い、同年６月に「ＳＤＧｓ未来都市」に

選定されました。 

主な内容         

 堺には、自分たちでまちを治め、平和を守り、国際的な交流により繁栄を築いた「自由と自治」

の精神が脈々と受け継がれています。悠久の歴史に根差す、この「自由と自治」の精神を礎に本

市が推進する「堺・３つの挑戦」をはじめとする取組は、持続可能な社会の実現をめざすＳＤＧ

ｓ推進の方向性と合致しています。 

（１）堺・３つの挑戦に関する取り組み（堺市マスタープラン） 

〇子育てのまち堺・命のつながりへの挑戦！ 

〇歴史文化のまち堺・魅力創造への挑戦！ 

〇匠の技が生きるまち堺・低炭素社会への挑戦！ 

（２）市民が安心、元気なまちづくり 

（３）都市内分権の推進 

社会教育との関係   

 ＳＤＧｓは、私たちの世界が直面している様々な問題を解決することをめざしています。堺市

においても、学校、家庭、地域や職場において、また、私たちや私たちの家族、友人、地域に暮ら

す人々など、社会や個人が直面するさまざまな課題への解決のためには、私たち一人ひとりが考

え、取り組むことがとても大切です。 

堺市社会教育委員会議が策定した「提言書」の中で、みなさんが日々行っている様々な活動こ

そが社会教育であると捉え、豊かな「つながり」をみんなで広げることによって、誰一人取り残

されない社会の実現を提言しています。 

ＳＤＧｓも同様に、日々の活動のなかで既に取り組んでいることにも関係しており、日々の活

動を社会教育の観点から見つめ直すだけでなく、ＳＤＧｓの取組としても捉えなおすことができ

ます。 

みなさんの日々の活動そのものが、社会教育のみならず、ＳＤＧｓから見ても素晴らしいもの

だと気づき、その活動を通してそれぞれが表わし分かちあい、ともに学んだり、教えたりするこ

とで誰一人取り残さない社会の実現を掲げるＳＤＧｓの理念に「つながる」ものと考えています。 

５．ＳＤＧｓ未来都市・堺 第
２
章 

実
践
報
告
集
の
背
景
に
つ
い
て 

 提言書との関連 Ｐ１３「堺らしい社会教育と社会教育資本へ焦点をあてて」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇これまでの「行政の立場から見た社会教育」の考え方に、「みなさんの立場からみた社会教育」

の考え方を加えます。 

○社会教育を特別で難しいものと考える必要はなく、日々の活動にも見つけることができます。 

○「私たちが社会教育をどのように理解すれば、私たち一人ひとりの生活がより豊かになる 

のか」と、日々の活動において考えてみましょう。 
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第３章 

 

〇社会教育は、これまでの「行政の立場から見た社会教育」だけではなく、みな

さんが日々行っている活動にも見つけることができます。 

〇堺市社会教育委員会議では、みなさんや各種団体の魅力的な活動を知るため

に平成２８（２０１６）年度より「ぶらり社会教育」という訪問活動を行って

います。 

〇「提言書」（Ｐ１５）において、意識したことを広く、分かりやすく相手に表

現し広く相互に理解し共有する過程にも社会教育があるとしており、これら

の訪問活動を「ぶらり社会教育訪問記」として表しました。 

〇本実践報告集では、堺市ホームページに掲載しているもののうち、提言書策

定後の平成２９（２０１７）・３０（２０１８）年度の訪問記をダイジェスト

版として、まとめなおし、ＳＤＧｓとの関連性も踏まえ、みなさんにご紹介し

ます。 

活動事例集 

社会教育への発想をきりかえてみましょう！ 

   訪 問 記 
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全世代が興味を持てるよう、広い体育館や校舎 

を利用して、地元企業による高齢者相談コーナー、 

地元スーパーマーケットによるキッズマート、大阪 

工業大学によるロボット体験、地域団体による軽食コーナーなど、さまざまな担い

手による取組がありました。また、地域に開かれた小学校を活用し、幼児や児童

の作品、中学生の吹奏楽技術などさまざまな物事を活用していました。 

ここが

面白い 

その一 ふれあい親子フェスティバル 
東浅香山校区まちづくり協議会 

活動の 

概 要 

ふれあい親子フェスティバルは、東浅香山校区の「全全全世代のまちづくり」をめ

ざすものです。 

小学校、地域、そして企業や大学の連携によっ 

て、企業や地域のさまざまな団体による試食や軽食 

コーナーや各種遊びや学びに関する多くのブースが 

無料で利用できるようになっており、一人ひとりの 

人権を尊重し誰もが参加できるような工夫がなされ 

ている取り組みです。 

全全全世代 
 

のまちづくり 

平
成
２
９
年
度 

そ
の
一 

「
ふ
れ
あ
い
親
子
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」 
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ポイント１  幼稚園～大学や企業がイベントに参加し、全世代に対する訴求力があります。 

ポイント２  さまざまな学び、体験、試食や軽食が無料で提供され、誰もが参加できます。 

ポイント３  学校が企業、大学や女性団体などの外部とつながっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近隣の関西大学に体育系の学部があるので、運動的なイ 

ベントも取り入れて一緒に実施したり、その他留学生など 

が多くいる大学や、介護事業施設などで外国から来ている介護福祉士候補者の力を借

りて多様な世代が交流できるような国際交流や、このイベントで楽しんだ児童が中学

校・高校へと進んでいくので、そんなＯＢ・ＯＧたちが活躍する場があったらいいか

もしれません。子どもたちにとって直接憧れを抱ける先輩が身近にいることは、次に

つながっていくのではないでしょうか。 

地域の協力と校長のリーダーシップによって、学校が企業、大学や女性団体など

の外部とつながっています。 

浅香山小学校の合唱、東浅香山こども園のダンス、長尾 

中学校吹奏楽部の演奏など、子どもたちだけでなく、その 

保護者や祖父母世代の来場もあるため、全世代がつながり 

やすいイベントになっています。 

高齢者世代にとっても、介護事業者による高齢者相談コ 

ーナーがあり、社会的資源（ふれあい喫茶など）とつなが 

りやすくなっています。 

 

 

 

東浅香山校区まちづくり協議会は、自主的な組織活動団体としての本旨をふまえ、校区内における各

種団体間の相互の親睦と連携を図り、地域的な活動を行うことにより、地域の課題を自らで主体的・自

己完結的に解決を図るよう努めるとともに、良好な地域社会の形成及び維持に寄与することを目的とす

る市民団体です。 

「東浅香山校区まちづくり協議会」とは 

主催者のメッセージ 

私たちは、ふれあい親子フェスティバルを通じて、同

じ地域で暮らすあらゆる世代の方々の「つながり」を広

げる役目を果たしています。「つながり」を広げるとは、

まずたくさんの人と知り合って交流を深めること、そ

して困ったときには共に助け合って支えあう関係を築

くことであると考えます。災害など有事の際には、地域

の「つながり」が非常に大切になってくると思います。 

つながり

がここに

ある 
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訪 問 日：平成２９（２０１７）年１０月２１日（土曜） 

訪問委員：林 美輝副議長、鶴山 剛委員（紹介者として、山口 典子委員） 

訪問場所：堺市立東浅香山小学校 

つながる

といいな 

ＳＤＧｓとの関連性 
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平和と人権を 
 

尊重する 
 

共生社会の実現へ 

その二 関西矯正展バザー 
堺市更生保護女性会 

活動の 

概 要 

ここが

面白い 

年に一度、２日間にわたる大阪刑務所の関西矯正展において、堺市更生保護女性会

の幹部及び会員メンバーが携わって行うバザーです。 

バザーの商品は、主として堺市更生保護女性会の 

メンバーから無償で提供されたものです。収益金の 

一部は、堺市更生保護女性会の活動資金に充てられ 

ています。 

バザーを行うことは、会員自身の意識にも少なからず影響を与えていると感じま

した。まず、バザーの商品は、主に会員から無償で提供されるもので成り立ってお

り、平成２９（２０１７）年のバザーでの商品数は、約３，０００点にものぼると

のことでした。バザーの収益金の一部は、矯正施設に協力金として届けたり、ま

た、お花を届けたり、材料を持参し夕食を作りに行ったりする活動や地域の子育て

支援活動などにも充てられるとのことです。 

平
成
２
９
年
度 

そ
の
二 

「
関
西
矯
正
展
バ
ザ
ー
」 
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ポイント１  バザーの商品は、主に堺市更生保護女性会の会員から無償で提供されています。 

ポイント２  日頃訪れる機会のない大阪刑務所について理解を深めることができます。 

ポイント３  バザー収益金の一部を、矯正施設への協力金や子育て支援などに活用されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バザーの運営スタッフ（できるだけ多くの会員に手伝ってもらっているそうです）

がそれらに値段をつけて売るのですが、その際、提供者に感謝する姿、商品一つひと

つに込められた思いをやり取りしつつ丁重に扱う姿が見られました。 

堺市外からも多くの来場者がある関西矯正展でバザーを行うことは、会議で言葉

だけのやり取りをする活動、また地域内にとどまり 

がちな活動から一歩踏み出し、更生保護活動につい 

ての理解を広げる機会になるということでした。 

現に各自治体の関係者はもとより一般の来場者の 

方からも「頑張ってください」など、さまざまな 

お声掛けがあるそうです。 

 

 

 

昭和４０（１９６５）年４月、堺地区更生保護婦人会として発足しました。同年７月、保護司ととも

に「社会を明るくする運動」に参加し、更生保護団体としてスタートしました。 

堺市更生保護女性会は、地域社会から犯罪や非行をなくし、過ちに陥った人々の立ち直りを支援する

全国組織の女性ボランティアの団体です。 

 

堺市更生保護女性会にとって関西矯正展への出店は、一般市民や他の団体との

「つながり」を広げる機会であるとともに、会内部の結びつきを強める機会にも

なっていることがとても印象的でした。 

関西矯正展への出店に際し、会員の方々が生き生き 

と作業を行っている活動の光景が印象深く、また堺市 

更生保護女性会が今後も活動するにあたり、「つながり」 

を深め、広げるためのイベントだと強く感じました。 

訪 問 日：平成２９（２０１７）年１１月１２日（日曜） 

訪問委員：佐伯 知子委員、原 明美委員（紹介者として、服部 節子委員） 

訪問場所：大阪刑務所 

主催者のメッセージ 

刑務所でのバザーは堺市更生保護女性会の私たちにとって最も

大切で大きな行事になっています。 

会員は、女性ばかりですが、女性が動くことにより、男性も協力

してくれることが多々あり、支援を必要とする方をほっとけないと

いう思いからこの活動への理解や協力が生じていると考えます。 
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「堺市更生保護女性会」とは 

ＳＤＧｓとの関連性 
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ある 

つながる
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平
成
２
９
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度 

そ
の
三 

「
石
津
っ
子
ク
ラ
ブ
」 

その三 
石津っ子クラブ 

浜寺石津校区まちづくり協議会 

浜寺石津校区福祉委員会 

ポイント１  元教員や元保育士、塾指導者、更生保護女性会など様々な担い手がいます。 

ポイント２  西図書館の定期貸出制度や子ども食堂にはフードバンクを活用しています。 

ポイント３  地域会館を活用しており、近くに公園もあるなど空間を活用しています。 

さまざまな資源を 
 

懸命に探し 
 

子ども達の居場所を 
 

確保しています。 

【石津っ子クラブ】 

浜寺石津校区の小中学生を対象とし、平成２９（２０１７）年７月１２日から、

毎週水曜日１４時から１８時までの間に、遊びや読書、宿題などを行う居場所と

して開催しています。子どもの定員は５０名で無料です。（登録制）平成２９（２

０１７）年１１月時点では、小学校１～６年生が利用しています。地域のボラン

ティアが宿題支援などを行っており、保護者の参加も歓迎しています。なお、帰

宅時には保護者のお迎えをお願いしています。 

【石津ミニ子ども図書館】 

保護者の方々からの要望による石津っ子クラブに併設した小規模な私立図書

館です。図書は、補助金や寄付金による購入のほか、西図書館からの定期的な貸

出図書制度を活用しています。 

【石津っ子食堂】 

１５時から実施し、１００円で軽食を提供している子ども食堂です。石津っ子

クラブに登録していなくても、利用可能です。 

活動の 

概 要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪 問 日：平成２９（２０１７）年１１月２２日（水） 

訪問委員：田間 泰子委員、服部 節子委員（主催者として、浅野 勲委員） 

訪問場所：浜寺石津校区地域会館、浜寺石津校区コミュニティーホール 

居場所を作るには多くの物が必要ですが、図書は西図書館からの定期貸出制度を活

用し、ミニ図書館の本棚はボランティアの手作りです。子ども食堂の食材にはフードバ

ンクも活用しています。地域内外に存在する人や物のさまざまな資源を懸命に探しつ

ながることで、子どもたちの居場所が支えられています。 

- 19 - 

西区の一番西側には臨海工業地帯があります。今後、 

地元や市内の企業や商工会議所などとつながって、ＣＳ 

Ｒ（企業における社会貢献）と地域振興という観点から 

支援を受けることができるのではないでしょうか。学校 

卒業後の就労について、子どもたちには、学ぶ機会も得られると思います 

主催者のメッセージ 

今までは、他の団体の取り組みに積極的に目を向けることなく、それ

ぞれが熱心に取り組み、各々の成果をあげる努力をしてきました。今後

は、各種団体が手を組み、「つながって」活動をすれば、今まで以上の成

果を上げることができると考えています。連合町会の各種団体が、「石

津は一つ」を合言葉に、「つながり」の輪を広げて賑わいのある、安心・

安全な街づくりをすることであると思います。 

 

 

平成２４（２０１２）年１２月に発足した市民団体です。校区内における各種団体間の相互の親睦と

連携を図り、地域的な活動を行うことにより、地域の課題を自らで主体的・自己完結的に解決を図るよ

う努めるとともに、良好な地域社会の形成及び維持に寄与することを目的としています。 

西区まちづくり協議会による平成２９年度の補助金を獲得し、石津っ子クラブを設立しました。 

 

「浜寺石津校区まちづくり協議会」とは 

地域を支えるさまざまな市民団体とつながっていることが大きな強みです。加えて、

石津っ子クラブでの学習支援のために、元教員、保育士、塾指導者、更生保護女性会、

町会長等の方々から成るボランティアを当番制で確保できています。 

子どもたちは、石津っ子クラブや石津っ子食堂で出会 

う大人と、日常の地域のなかで再会し、言葉を掛けあうこ 

とができる。これは、地域の市民による活動にしかできな

い            「つながり」です。 

 

 

ここが

面白い 

ＳＤＧｓとの関連性 

つながる

といいな 

つながり

がここに

ある 
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堺市立の幼小中高１４９校園のＰＴＡから、それぞれ５名ほどの会員のみなさん

が集まり、映画字幕翻訳家の戸田奈津子さんの講演を聴き、学びを持ち帰るという

企画です。 

当日は、８００人の会場に立ち見の方もいる盛況ぶりでした。開会に続き、全員

で歌う堺市ＰＴＡ協議会の歌があり、会長と市長のご挨拶がありました。 

講演「夢を追いかけて」は、苦しい戦時中の生活、文化（映画）に心を奪われた

こと、女性であるが故に望んだ仕事になかなか就けなかったこと、一流の映画人に

学んだ子育てと教育に関わる大きな示唆など、実に充実した内容でした。 

講演内容は、子育てをしている保護者が共通して興味のあるものとしているそう

です。今回の講演「夢を追いかけて」は、子どもの時の夢を持ち続け、映画監督とし

て実現させたジョージ・ルーカスなどを例に、子どもの芽を摘まないことについて

共有できるものでした。そのため、終了後に参加した会員が未就学児の保護者やＯ

Ｂ・ＯＧの保護者との子育ての話題のひとつとして話しあい、つながるきっかけと

なっているそうです。 

ここが

面白い 

活動の 

概 要 

平
成
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９
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全ての 
 

ＰＴＡ会員と 
 

つながる 
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ポイント１  アンケートで講演内容などを決めるなど、会員のニーズを集約しています。 

ポイント２  堺市ＰＴＡ協議会の役員をはじめＯＢ・ＯＧの支援で研修会が運営されています。 

ポイント３  ホームページで、研修会に参加されなかった方々への情報提供をしています。 

その四 堺市ＰＴＡ協議会 中央研修会 
堺市ＰＴＡ協議会 
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訪問日:平成２９（２０１７）年１１月２５日（土曜） 

訪問委員：餅木 哲郎議長、浅野 勲委員（主催者として、原 明美委員） 

訪問場所：堺市産業振興センター 

研修会で実施するアンケート調査を基に、会員のニーズを把握し、次年度のテー

マや講演内容を決めているそうです。会員全員を対象とした研修会の内容を一部の

人が決めるのではなく、たくさんの会員のニーズ 

を集約しています。ＰＴＡとしての進むべき道を 

役員と会員がともに探し、一年に一度の研修会の 

なかで共有し、また次年度に向けて探し続けてい 

ます。 

 

子どもたちの成長過程として最も重要な期間に関わる方々でありながら、幼稚園

から高等学校までという長いスパンと環境の違いがある参加者のみなさんがこの

講演をお聴きになって“子どもの芽を摘ま 

ないこと”の重要性を共有しつつも個々（世 

代間ごと）の捉え方には、多分かなりの差異 

があっただろうと感じました。各ロット（幼 

・小・中・高）毎の段階的見解を分析すれば 

素晴らしいデータができ、「つながり」の代表 

例になることでしょう。 

また、各校区の自治会や福祉委員会、子ども食堂、こども会活動、ＣＳＲ（企業

における社会貢献）などへのつながりが考えられます。 

主催者のメッセージ 

人と人との「つながり」、そして学びあうことが社会教

育ではないでしょうか。 

各単位ＰＴＡの活動が、堺市ＰＴＡ協議会を通して、他

の単位ＰＴＡの活動や個人の学びになることが「つながり

を」を広げることになると思います。 

 

 

 

堺市ＰＴＡ協議会は、堺市立学校園ＰＴＡ及びこれに類する団体をもって組織された任意団体です。

各学校園ＰＴＡ相互の連絡協調に努め、本市ＰＴＡの健全な発展を図ることを目的としています。 

「堺市ＰＴＡ協議会」とは 

ＳＤＧｓとの関連性 

つながり

がここに

ある 

つながる

といいな 
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平
成
２
９
年
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そ
の
五 

「
い
わ
き
・
さ
か
い
生
徒
会
交
流
会
」 

ポイント１  交流会をとおして、学年、世代、そして地域の異なる人たちと分かち合えました。 

ポイント２  フィールドワークにより生徒たちが学校の枠を超えて活動できました。 

ポイント３  伝統産業をテーマとすることで、堺を知り、また知ってもらうことができました。 

写 真 

その五 いわき・さかい生徒会交流会 
堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会 

堺の魅力を知り 
 

次代を担う若者が 
 

学び表す 

活動の 

概 要 

堺市では、これまで「堺市被災者支援交流事業」をはじめ、いわき市の子どもたち

とのスポーツを通じた交流を行ってきました。 

今回は、上記の交流を発展させ、いわき市の「いわき生徒会長サミット事業」の取

組のなかで、堺市を訪問してくるいわき市と堺市の中学生の生徒会代表者が、堺市の

産業や文化を一緒に学ぶ交流会です。 

【１日目（１２月２５日）】 

歓迎会と、各生徒会活動に関するプレゼンテーション。 

【２日目（１２月２６日）】 

両市の生徒混合で６つの班に分かれて、堺の産業・文化を一緒に学ぶために、「堺 

を支え、堺を守り、堺を育てる」人々を訪問し、フィールドワークを実施しました。 

学んだことをもとに、他の生徒や参加した教職員その他関係する市職員等の前でプ 

レゼンテーションを行いました。 
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訪問日：平成２９（２０１７）年１２月２６日（火曜） 

訪問委員：林 美輝副議長、山口 典子委員（主催者として、鶴山 剛委員） 

訪問場所：堺市立堺高等学校 
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ここが

面白い 

日頃、出会う機会が少ない他地域や他校の生徒会などで活躍している人々とフィ

ールドワークやプレゼンテーションをともにすることで、他の生徒の考え方を知る

など貴重な学びの機会があると思います。 

これからの堺を支える中学生がいわき・さかい生

徒会交流会の「担い手」となり、包丁、線香、染物、

敷物、鷹の爪を作る伝統産業を活用し、堺への愛着

を醸成することができていました。 

当日、主催者から伺った話のひとつに「安心して自分をさらけ出す」ということの

大切さに関するものがありました。残念ながら 

通常の学校生活においては、同調圧力が強く自 

分自身の思いや考えを表現したりすることがは 

ばかられる場合もあるのだと思います。今回の 

ような場づくりがさらに広がればと思いました。 

 

 

「堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会」は、堺市のすべての教員が参加する研究会のうち、生徒

会に関わる部会です。（※現在、第Ⅱ部会は活動していません。） 

「堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会」とは 

生徒たちが学校の枠を超えて活動していく機会に

恵まれ，そのなかで自分らしさを発揮し自分たちの良

さを膨らませていく。それこそが学校教育が社会教育

につながっていく姿だと考えます。堺市では全中学校

生徒会が参加する「代表者のつどい」があり、それを

元に取り組んだのが「いわき・さかい生徒会交流会」

でした。 

主催者のメッセージ ＳＤＧｓとの関連性 

つながり

がここに

ある 

つながる

といいな 
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夏休み親子茶会は、堺市西地区保護司会が、南宗寺の協賛・協力のもと、地域の子

どもそして保護者が、同寺にある歴史・文化的遺産にもふれるとともに、老師や関係

者からお話を聞き、お茶や礼儀の作法、そしてその精神などについて学ぶ集まりです。

同会への参加は、事前申込みで、午前・午後の部それぞれ先着８０名となっています。

また、大まかな流れは次のようになっています。 

１．南宗寺 田島 碩應（せきおう）老師のお話 

２．お辞儀の仕方についての講義 

３．茶の湯の体験 

４.堺観光ボランティア協会の方々のガイドによる境内の文化財見学 

○堺市西地区保護司会からの補助。 

○参加費用は小中学生５００円、大人１，０００円。 
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その一 

平
成
３
０
年
度 

そ
の
一 

「
夏
休
み
親
子
茶
会
」 

ポイント１  「和敬清寂」の精神を学ぶことができました。 

ポイント２  さまざまな年代が茶会で交流し、茶の作法を学ぶことができました。 

ポイント３  南宗寺にあるさまざまな歴史を分かちあうことができる機会でした。 

数々の歴史や史実を持つ南宗寺にお茶席が設けられているということに最高の堺ら

しさが表わされていると思います。すでに実施している中学校の体験活動の機会提供

についてもさらに継続し、深めていくことや、親子以外の一般参加もさらに進めてい

くことで、堺らしい「つながり」を一層深めて行くことができると思いました。 

夏休み親子茶会 
堺市西地区保護司会 （協賛）南宗寺 

つながり

の発展性 

活動の 

概 要 

堺の歴史・文化の 
 

なかに息づく 
 

「和敬清寂」の精神 
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訪問日：平成３０（２０１８）年７月２１日（土曜） 

訪問委員：林 美輝副議長、服部 節子委員 

訪問場所：南宗寺 

活動のキーパーソンからお話を伺いました 

 

 

堺市西地区保護司会は、犯罪をした人々が地域で更生するための支援や、犯罪の予防のための啓発活動

を行うことを使命とした保護司の地区団体です。同地区保護司会は、南宗寺との協力のもと、堺らしい茶の

文化を地域密着型の活動を取り入れながら、これらの使命を果たしてきています。 

「堺市西地区保護司会」とは 

元々はＰＴＡで活動され、お仕事

が縁となり保護司になられました。それまで

は個人でされていた裏千家のお茶の活動を、

保護司会との連携のもとで平成２８年から

実施することになったそうです。 

当日の主催者側スタッフの多くは奥中さ 

んの呼びかけに応じて参加されて 

います。 

奥中佳代子さん 

（堺西区保護司会常務理事） 

平成２８年（２０１６）から社会を明るくする運

動の一環としてこの茶会を実施しています。 

お茶に関しては「和敬清寂」の精神で、おもてな

しをする側、そしてされる側ともに敬いながら仲良

くなるための道具としてもお茶は考えることがで   

きるとお話をしていただきました。 

小倉孝雄さん 

（堺市西区保護司会会長） 

 

田島碩應さん 

（南宗寺老師） 

お茶にこれまで縁のなかった 

方にも来ていただき、お茶の体験を 

通じて、人が自分のためだけに生きて 

いるのではないことなどについて考え 

る機会になればというお話を聞かせて 

いただきました。 

主催者のメッセージ 

犯罪や非行に走った人は支えてもらうチャンスが有っていいのに・・な

ど深い事情を抱えていたりします。その時、両親や学校の先生、近所のお

っちゃんやおばちゃんの顔が思い浮ばなかった事が欠けていたのかもし

れません。日常生活の中で人と人が触れ合いつながり、助け助けられ社会

の一員であることを自覚できる場をつくる事が大切だと思います。 
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いわき・さかい 

フレンドシップサークル（２０１８） 

堺市中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会 

堺市といわき市の 
 

中学生がともに 
 

学びあい・教えあい 

 いわき・さかいフレンドシップサークル（２０１８）の活動は、市議会に届いた一市民

の声から平成２７（２０１５）年に始まった「堺市被災者支援交流事業」の一つとして、

東日本大震災で被災した福島県いわき市の子どもたちを堺市に招待して元気になってもら

うことを目的に行われました。 

○以下の日程で開催されました。 

【８月１８日（土）】 堺市内見学（さかい利晶の杜、仁徳天皇陵） 

【８月１９日（日）】 堺市中学校生徒会役員との交流 

（堺ブレイザーズによるバレーボール体験等） 

【８月２０（月）、２１日（火）】 堺市立中学校第５７回生徒会代表者のつどい 

（分科会、キャンプファイヤーなど） 

中学校第５７回生徒会代表者のつどいは『思慮を巡らし高みへ導け～平成最後の生 

徒会～』をメインテーマに分科会と全体会が開催されていました。 

予算については、堺市立学校生徒指導研究協議会より、生徒活動リーダー養成宿泊 

指導業務として１７５万円の委託を受け運営を行っています。なお、いわき市からの 

参加者には、堺市被災者支援交流事業から参加にかかる費用の支出が行われています。 

 

平
成
３
０
年
度 

そ
の
二 

「
い
わ
き
・
さ
か
い
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
サ
ー
ク
ル
（
２
０
１
８
）」 
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ポイント１  堺市の未来を担う中学生たちが主体的に事業を実施していました。 

ポイント２  中学生たちが、堺市やいわき市の魅力を見つけることができました 

ポイント３  他市の中学生と協働することで、学びの再発見や友愛の醸成につながりました。 

その二 

活動の 

概 要 
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訪 問 日：平成３０（２０１８）年８月２１日（火曜） 

訪問委員：餅木 哲郎議長、服部 節子委員（主催者として、鶴山 剛委員） 

訪問場所：大阪府立少年自然の家 

写真 

いわき市の中学生と堺市の中学生が、宿泊をともにしてさまざまな課題達成の活動に一

緒に取り組むというものでした。いわき・さかいフレンドシップサークルは、昭和３８年

に始まり今年度で５７回目となった「堺市中学校生徒会のつどい」を拡大した取組で、い

わき市から１８人、堺市から２００人ほどの中学校の生徒会役員が集っていました。 

思春期を迎えた子どもたちにとってモデルとなる大人・先輩あるいは友人との出会い

は、何にもまして代えがたい宝物となります。そのためにも、学校の枠を超えた様々な機

会を、社会教育の立場から提供できると新しい出会いや「つながり」ができるのではない

かと思います。 

主催者のメッセージ 
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子どもたちの横の広がりをつなげる場が、堺市では生徒会活動

として認知されてきていると自負します。加えて、世代を超える

縦のつながりを作り出していける場が社会教育にあると感じて

います。子どもたちの新しい社会参画の場も生まれるのではない

かと考えます。 

 

 

「堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会」は、堺市のすべての教員が参加する研究会のうち、生

徒会に関わる部会です。（※現在、第Ⅱ部会は活動していません。） 

「堺市立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会」とは 

代表部長である校長先生の統括のもと、生徒会部会の運営委員

の教員と若手の教員がプログラムを考え、準備、運営に当たって

おられました。先生方は指導者でありながらも生徒を尊重するフ

ァシリテーター（促進者）であり、時には生徒と対等なプレーヤ 

ーとして楽しさをつくっておられました。 

堺市中学校教育研究会 

特別活動部会の教職員のみなさん 

活動のキーパーソンからお話を伺いました 

ＳＤＧｓとの関連性 
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学校、地域、ＰＴＡ 
 

協働・創意工夫で 
 

一大イベントに 

 福田校区自治連合協議会による「校区美化活動」、および福田小学校による日曜参

観を兼ねた清掃活動です。 

「校区美化活動」は、６月と１１月の年２回行っており、そのうちの一回です。 

また、あわせて放置自転車を発見した場合、市に報告したり、電柱への「張り紙」

「簡易立て看板」の撤去も行っています。 

予算については、自治連合協議会の環境美化活動費として、年２回分４万５千 

円ほどの予算額を計上しています。 
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平
成
３
０
年
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そ
の
三 

「
校
区
美
化
活
動
」 

校区美化活動 
福田校区自治連合協議会・福田小学校ＰＴＡ 

ポイント１  この清掃活動は２１もの団体が参加している地域の一大イベントです。 

ポイント２  小学校の日曜参観に組み込むことで、教職員や保護者、児童も参加できました。 

ポイント３  清掃活動をとおして、自治会やＰＴＡ活動に触れ合う機会となりました。 

その三 

活動の 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田校区内における複数の自治会の意見調整や、校区内に共通する地域の問題解決を図っています。また、

区役所と協働を深め、さらに地域住民とともに明るく住みよい安全なまちづくりを進めています。 

「福田校区自治連合協議会」とは 

主催者のメッセージ 

社会教育と聞くと何か難しく物事を考えがちですが、今回の校

区美化活動で言えば、保護者同士の交流や、自分の住む地域の清

掃活動に参加することで、私たち大人が気づき、学ぶことが社会

教育だと考えます。何気ない会話の中でも、「そうなんだ！」と

思えることが一つでもあれば、参加した意味があると思います。 

常日頃から地域活動に参加するように、児 

童たちに呼びかけています。普段、登下校の

見守りなどでお世話になっているので、地

域の方に少しでも恩返しができればとい

う思いです。今回、地域の清掃活動の日に

日曜参観をあわせることで、よりたくさん

の児童や保護者が、地域の方々に感謝し 

ながら一体感を持って、清掃でき 

る良い機会になったと思います。 

和田 正 先生（福田小学校校長） 

２０年以上続いている地域の清掃活動で、初めのころは参

加団体も少なかったけれども、今では２１もの団体が参加さ

れている地域の一大イベントです。自分の住んでいる町を清

掃しながら、お互いにコミュニケーションがとれます。地域  

を美しくという目的の他、地域を知る、地域を守るこ 

ともできていると思います。横のつながりが 

強くなればという思いがあります。 

岸田 勝夫さん（福田校区自治連合協議会会長） 

中野 已左夫さん（福田校区自治連合協議会事務局長） 

活動のキーパーソンからお話を伺いました 

訪 問 日：平成３０（２０１８）年１１月１８日（日曜） 

訪問委員：田間 泰子委員（主催者として、植木 聡委員） 

訪問場所：福田地区会館周辺・福田小学校 

参加人数が多いことの他、少人数のチームで区域を分担して丹念に見て回るなどの組

織的な工夫と、美化活動を始めて１０年、２０年という蓄積によって地域をよく見てよ

く知るという、地域への関心の醸成が行われており、美化という活動目的を超えた地域

の「つながり」、地域への愛着が作られていると感じました。 

男女にかかわらず、フルタイムで働く保護者は地域や学校に関わりづらいですが、今

回の企画は、「普段は忙しいけれども、もっと地域や学校とつながりたい」と思っている

方々にとって、機会創出につながる、とても良い機会だったと思いました。 
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子ども食堂は 
 

子どもだけではなく 
 

地域全体の居場所 

 
「子ども食堂 こども夢くらぶ」は堺市東区ではじめての子ども食堂です。白鷺

校区を中心として、校区の子どもたちを対象にしらさぎ夢テラスなどで月２回（第

２・４土曜日）活動を行っています。 

 

活動内容は次のようになっています。 

１．昼食の提供 

２．遊びの場の提供 

３．学習支援 

 

大まかな流れは次のようになっています。 

１．子どもたちが集まり、各々が老人クラブの集会所や広場において自由に勉強や

遊びを行う 

２．食堂へ戻り、２グループに分かれて、食事をとる 

〇堺市子ども食堂開設支援補助金より２０万円の補助 

〇企業等から約３０万円の補助 

〇参加費用は子ども無料、保護者・関係者は３００円 

平
成
３
０
年
度 

そ
の
四 

「
子
ど
も
食
堂 

こ
ど
も
夢
く
ら
ぶ
」 

ポイント１  活動場所が老人会集会所を利用し、地域の方にも馴染みの場所です。 

ポイント２  白鷺団地内で車の往来ない場所なので、子どもたちが安心して遊べます。 

ポイント３  地域の高齢者や大阪府立大学からボランティアが参画し、「つながっています」 
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子ども食堂 こども夢くらぶ 
こども夢くらぶ 

その四 

活動の 

概 要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども夢くらぶは、住民有志のボランティア団体であり、子ども食堂の運営を行っています。毎月第２・

４土曜日の１１：００～１４：００白鷺団地内(しらさぎ夢テラス及び周辺)で白鷺小学校区内児童および

その保護者を対象として運営しています。 

主催者のメッセージ 

「こども夢くらぶ」とは 

私たちの運営する子ども食堂は子どもの居場所であると同時に、

ボランティアスタッフの居場所となり生きがいともなっています。  

普段の生活や活動及び家庭や地域で子どもを育て、大人もともに

成長していくことが社会教育だと思います。 

活動のキーパーソンからお話を伺いました 

森川 洋子さん 

（こども夢くらぶ代表） 

もともとはケアマネージャーをされていて、仕事 

を辞めてから自分の住む町で「何か地域に貢献したい」

という想いから、子ども食堂を始められました。子ど

も食堂の運営をする中で子どもたちの変化や成長に 

気づくことがあり、嬉しく感じるとともにやり 

がいにもなっているとのお話を伺い 

ました。 

 

子ども食堂を開設するにあたり、何よりも大切なことは人との「つながり」であると

改めて思いました。こちらの子ども食堂では、食事はカレーライスのみということです

が、このカレーライスはもともとカレーショップを経営していた知人がレシピを監修

しているので、味はお墨付きとのこと。 

代表の森川さんをはじめとするスタッフのみなさんの純粋な思いや

地道な試行錯誤の積み重ねによって活動が展開されており、その活動

を支える大学生ボランティアをはじめ、周囲の協力と理解の輪に、「つ

ながり」の発展性を見つけること 

が出来ました。 
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訪 問 日 ：平成３０（2018）年１２月８日（土曜） 

訪問委員：植木 聡委員、佐伯 知子委員（紹介者として、田間 泰子委員） 

訪問場所：白鷺団地内（しらさぎ夢テラス及び周辺） 

ＳＤＧｓとの関連性 

つながり

の発展性 
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番号 掲載場所 イベント名 訪問日 

① 堺市ホームページ 生徒会リーダー会議 平成２８年１０月１３日（木曜） 

② 堺市ホームページ 女性創作展 平成２８年１０月２１日（金曜） 

③ 堺市ホームページ ハロウィンイベント 平成２８年１０月２８日（金曜） 

④ 堺市ホームページ 津久野ふれあい将棋フェスタ 平成２８年１２月２３日（金曜） 

⑤ 堺市ホームページ 更生保護茶会 平成２９年 ４月 ９日（日曜） 

⑥ Ｐ１４ ふれあい親子フェスティバル 平成２９年１０月２１日（土曜） 

⑦ Ｐ１６ 関西矯正展バザー 平成２９年１１月１２日（日曜） 

⑧ Ｐ１８ 石津っ子くらぶ 平成２９年１１月２２日（水曜） 

⑨ Ｐ２０ 堺市ＰＴＡ協議会中央研修会 平成２９年１１月２５日（土曜） 

⑩ Ｐ２２ いわき・さかい生徒会交流会 平成２９年１２月２６日（火曜） 

⑪ Ｐ２４ 夏休み親子茶会 平成３０年 ７月２１日（土曜） 

⑫ Ｐ２６ 
いわき・さかいフレンドシップサークル

（２０１８） 
平成３０年 ８月２１日（火曜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貝塚市 

府立少年自然の家 

 

 

１、10 

2 

8 
14 

12 

7 

7 

13 

 「ぶらり社会教育」訪問マップ 

3 

 
4 

 

 

5 

6 

 
9 

 
11 
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第 4章 

 

〇堺市社会教育委員会議では、堺の魅力ある社会教育の活性化に寄与するた

め、提言書に基づき、次の３つのことを実践しています。 

 

「三つの実践」 

（提言書 P３０（２）みなさんとともに実践し、発信し続けていく社会教育委員会議より） 

●団体が日々取り組んでいる活動を訪問し、学びあい教えあいに気づき実感します。 

●気づき実感したことを言葉、絵や図で表わし、提言書などにまとめます。 

●提言書などにまとめたことを分かちあう場を設け、呼びかける活動などを行います。 

 

〇提言書や実践報告書の役割は、単に一方的なものとして終わるものではな

く、みなさんや各種団体と社会教育委員会議が「つながり」、それぞれの個性

を大切にしながら、ともに成長していく一つの仕掛けとして理解してもらいた

いと思っています。 
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みんなで「つながり」を広げましょう！ 

 

○日々の活動にある社会教育のなかでも、とりわけ、ともに学んだり、教えたりする「つながり」

を広げていくことで、さまざまな課題が解決され、要望が満たされるなど、より豊かな生活を

送ることができ、みなさんは幸せを実感することができると考えています。 

 

○これまでは海を介した他の国々などとの「つながり」のなかで堺が発展してきました。これから

は社会教育を介したみなさんの「つながり」のなかで、地域、そして堺がさらに発展していくと

考えています。 
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学びあい、教えあいの場 

社会教育フェスタの概要 

 「社会教育フェスタ」は、平成２９（２０

１７）年６月に策定した「提言書」の内容を

広く市民の皆さんに知っていただくこと、「社

会教育」について考えていただくことを目的

に堺市社会教育委員会議と堺市教育委員会が

企画・実施したイベントです。 

 当日は、各種団体や堺市立中学校生徒会の

みなさん、一般公募等の約８０名の参加があ

りました。 

立教大学社会学部教授の萩原なつ子さんを

ファシリテータとして迎え、ワールド・カフ

ェをメインに、社会教育委員による「提言

書」を踏まえた「社会教育とつながり」につ

いての講演や堺市立中学校生徒会のみなさん

による「よさこいソーラン」の披露や「堺市

のいいとこと探し」の発表が行われました。 

社会教育フェスタのプログラム 

当日のプログラムは以下のとおりです。 

○オープニング 

  堺市中学校生徒会による「よさこいソー

ラン」の披露 

○第一部 堺市教育委員会より挨拶 

○第二部 堺市中学校生徒会からの発表 

     テーマ「堺市のいいところ探し」 

○第三部 ワールド・カフェ 

     テーマ「堺の宝って何？」 

○第四部 「社会教育」と「つながり」につ

いてのミニ講義 

○第五部 ＳＤＧｓについて 

「誰もが取り残されない社会」 

○第六部 堺市社会教育委員会議からの挨拶 

当日参加の参加団体等の一覧 

 

堺市自治連合協議会、堺市女性団体協議会、堺

市人権教育推進協議会、堺市立中学校校長会、

堺市ＰＴＡ協議会、堺市更生保護女性会、堺市

立中学校教育研究会特別活動第Ⅲ部会、津久野

校区まちづくり協議会、浜寺石津校区まちづく

り協議会、東浅香山校区まちづくり協議会、若

草こども会、堺市立中学校生徒会のみなさん、

「堺 自由の泉大学」受講者のみなさん 

学び合い教えあいの場 

社会教育フェスタ 
-概要- 

実施日：平成３０（２０１９）年 

２月１８日（日） 

実施場所：堺市立女性センター 

堺市堺区宿院町東４丁１-２７ 

    （現：堺市立男女共同参画センター） 

主催者：堺市教育委員会 

参加者：約８０名 

第
４
章 

事
例
１ 

「
学
び
合
い
教
え
合
い
の
場 

社
会
教
育
フ
ェ
ス
タ
」 

社会教育 

フェスタの 

チラシです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもてなしの心 

～堺らしさ～ 

 会場の入り口には、世界遺産登録をめざす百

舌鳥・古市古墳群の紹介パネル、堺市立中学校

生徒会による啓発横断幕、会場内に社会教育フ

ェスタにご参加いただい 

た各種団体による活動内 

容の紹介パネル展示を行 

いました。 

これらの展示は、堺の社会教育資源として、

堺らしさを体現していると言えます。 

堺市中学校生徒会のみなさんによる 

「よさこいソーラン」の披露と 

「堺市のいいところ探し」の発表 

 社会教育フェスタのオープニングには堺市立

中学校生徒会のみなさんによる「よさこいソー

ラン」の披露があり、参加者は中学生のみなさ

んが踊る、その迫力に魅入っていました。 

 また、平成２９年１２月２５日、２６日に堺

高等学校で開催された堺市被災者支援交流事業

「いわき・さかい生徒会交流会」の際に、福島

県いわき市と堺市の中学生達が発表した「堺を

支え、堺を守り、堺を育てる」人々に訪問、イ

ンタビュー、見学、体験等を行った成果を、フ

ェスタ参加者に発表し、堺らしさを再発見し、

分かち合いました。 

提言書の策定趣旨の説明と 

ワールド・カフェの実施 

 「提言書」の主なポイントについて、教育委

員会の田所教育次長より提言 

書の策定趣旨と３つのポイン 

トについて説明がありました。 

「社会教育への発想をきりか 

える」「みんなで「つながり」 

を広げる」「堺らしさ」の３ 

点の説明をしていただきました。 

これらの説明を踏まえ、立教大学社会学部教授

萩原なつ子さんをファシリテーターにお迎え

し、ワールド・カフェを行いました。 

 

ワールド・カフェ

のテーマ 

「○○がある堺」 

 ワールド・カフェのテーマは「○○がある堺」

ということで、自分たちがイメージする堺、こう

なって欲しい堺を参加者みなさんで考えてふせん

に書き込み、各テーブルの大きな模造紙に貼るこ

とで「表して」いただきました。 

また、個々人がイメージする堺の実現に向け

「明日から取り組むこと」も記載していただきま

した。 

ワールド・カフェが初めての方も多かったです

が萩原先生の軽快な語り口で、参加者みなさんが

楽しく議論することができました。 

 
「ワールド・カフェ」とは？ 

カフェのようなリラックスできる雰囲気のな

かで、メンバーの組みあわせを変えながら、4

～6 人の少人数で話しあいを続けることによ

り、深い相互理解や新しい知識を生み出す話

しあいの手法です。 
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ミニ講義 

「社会教育」と「つながり」 

 ワールド・カフェ終了後には、社会教育委員

の林美輝副議長より、社会の変化と一般的な社

会教育、提言書の特徴、ワールド・カフェなど

が社会教育としてどのような位置づけであるか

などについて説明がありました。 

参加者のみなさんが日々行っている活動や、

このイベントでのワールド・カフェをはじめと

した内容に「学びあい・教えあい」や「つなが

り」があり、社会教育であることを、参加者の

みなさんに知っていただきました。 

 

ＳＤＧｓの観点からの説明 

 また、社会教育委員の山口典子委員より、本

日のイベントについてＳＤＧｓを踏まえて、楽

しくお話いただき、みなさんの日々の活動の積

み重ねが「誰もが取り残 

されない社会」の実現に 

向けて、重要であること 

を、分かち合 

うことができ 

ました。 

社会教育委員会議からの挨拶 

 最後に、堺市社会教育委員会議餅木哲朗議

長より、本イベントが「提言書」の内容を分

かちあう場であり、ワールド・カフェやパネ

ル展示、中学校生徒会のみなさんの発表など

のなかに、社会教育の要素「学びあい・教え

あい」や「堺らしさ」を盛り込まれているこ

とを説明していただきました。 

 

市民のみなさんや各種団体のみなさん

が日々取り組んでおられることはＳＤ

Ｇｓの各目標に向かっているのと同時

に、それぞれの活動にＳＤＧｓが根付

いています。 

参加者アンケートより 

○本日は楽しかったですか？ 

 

○その他意見 

・異年代で、いろいろな発想や観点を受け、

気づきを見つけた。 

・世代を超えて、もっと、いろいろな方との

輪を広げようと思った。 

○今日の内容で、今の自分に生かせることは

ありましたか？ 

第
４
章 

事
例
１ 

「
学
び
合
い
教
え
合
い
の
場 

社
会
教
育
フ
ェ
ス
タ
」 
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当日のイベント風景より 
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親子で！みんなで！古墳を清掃！ 
-概要- 

実施日：平成３１（２０１９）年 

２月２４日（日） 

実施場所：堺市立百舌鳥小学校及び 

ニサンザイ古墳外周部 

（御陵山公園） 

主催者：堺市ＰＴＡ協議会 

    堺市教育委員会 

参加者：約４０名 

第
４
章 

 

事
例
２ 

「
親
子
で
！
み
ん
な
で
！
古
墳
を
清
掃
！
」 

 「親子で！みんなで！古墳を清掃！」は、平

成３１（２０１９）年２月２４日（日）に、堺

市ＰＴＡ協議会と堺市教育委員会が連携し、当

時、世界文化遺産登録をめざしていた百舌鳥・

古市古墳群の構成資産の一つであるニサンザイ

古墳の外周部の清掃活動を行ったものです。 

 本イベントは、社会教育委員である植木聡委

員の発案により、堺市ＰＴＡ協議会と堺市教育

委員会が連携して実施したものです。 

 地域清掃という、多くの地域で実施されてい

る活動の中に「子育てに関する学び」を発見す

ることを活動の目的としています。 

 実施当日は、天気にも恵まれ、地域の団体の

方々や多くの親子を含む事前公募された約４０

名の方にご参加いただきました。 

 

清掃活動のプログラムは以下のとおりです。 

 

○堺市立百舌鳥小学校（集合場所）で、福田小

学校ＰＴＡによる地域清掃の事例発表を聞

き、社会教育的な清掃活動について学ぶ。 

○社会教育委員の服部委員による講評 

○みんなでニサンザイ古墳の外周部に移動し、

清掃前にみんなでグループワーク 

○ニサンザイ古墳外周部での清掃活動 

○清掃活動終了後、グループワークを行い、実

践内容をみんなで振り返ったり見直したりし

てみる。 

○最後は楽しく！みんなで記念撮影 

団結・思い出づくり。 

当日参加の参加団体等の一覧 

 

堺市ＰＴＡ協議会 

堺市立福田小学校ＰＴＡ 

魅力あふれる百舌鳥野を作る会のみなさん 

公募で申し込まれたみなさん 
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親子で！みんなで！古墳を清掃！ 

の概要 
活動内容 

古墳清掃の

参加者募集

チラシです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市立福田小学校の発表です。 

○福田小ＰＴＡを含め２２もの地域団体

が協力して地域清掃を行いました。 

○未就学児が、年配の方やご近所さん

と、楽しそうに清掃しています。 

○美化活動を通じて、学校や地域と交流

できてよかったです。 

堺市社会教育委員会議 服部節子委員 

○どんな場面においても、親が一生懸

命している姿を子どもに見せている

ということは、大事なことです。 

○単に清掃をするということだけでな

く、親は子どもに自分が清掃活動を

する姿を見せて、掃除の仕方ととも

に、将来子どもが、大人になった時

に同じことができるよう、その心を

子どもに伝えていただきたいと思い

ます。 

清掃活動が「社会教育」と 

意識していただくためグループワーク 

 
 百舌鳥小学校で、社会教育的な清掃活動につ

いて学んだ後は、清掃を行う数人単位のグルー

プごとに分かれ、百舌鳥野の会のみなさんの誘

導で、安全に留意しながら、清掃活動を行うニ

サンザイ古墳に隣接する御陵山公園に移動しま

した。 

 清掃活動を行うグループごとに分かれ、配布 

社会教育的な清掃活動とは？ 
社会教育委員会議  

服部節子委員による講評 

 イベント開始冒頭に、本市社会教育委員でも

ある堺市ＰＴＡ協議会の植木会長及び堺市教育

委員会事務局地域教育振興課の八木課長からの

挨拶、開催趣旨の説明がありました。 

 「社会教育的な清掃活動」について、参加者

に理解を深めていただくために、平成３０（２

０１８）年１１月１８日に堺市立福田小学校で

実施された清掃活動（本実践報告集Ｐ２８-２９

掲載）について、同校ＰＴＡの方２名より事例

発表していただきました。 
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 堺市社会教育委員会議から、服部節子委員が

本イベントにご参加いただきました。 

 服部委員から参加者のみなさんへ、福田小学

校ＰＴＡによる発表を踏まえ「提言書」の内容

を踏まえた講評をしていただきました。 

堺市教育委員会と堺市ＰＴＡ協議会が連

携し作成したワークシートです。 

普段、実施している地域清掃活動こそ

が、実は社会教育的活動です。 

親子でいろいろ考えながら、やってみて

ください！ 
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された堺市ＰＴＡ協議会が作成したワークシー 

トを元に、２０分間のグループワークを行い、

親子のふれあいや他の参加者との交流をしつ

つ、これから行う社会教育的な清掃活動の意義

について、みんなで認識を深めました。 

 

みんなでニサンザイ古墳を清掃 

 グループワーク終了後に、みんなでニサンザ

イ古墳外周部での清掃活動を行いました。 

 普段からきれいに保たれている公園ですが、

今回のように清掃活動を行うことで、参加者が

それぞれの地域に帰っても、自分たちの住んで

いる地域への意識が高まったのではないかと思

います。 

 

第
４
章 

 

事
例
２ 

「
親
子
で
！
み
ん
な
で
！
古
墳
を
清
掃
！
」 

 清掃活動中には、本市環境マスコットキャラ

クターの「ムーやん」や堺の古墳をこよなく愛

している「ハニワ課長」が登場し、ゴミの減量

や、堺市が世界文化遺産登録をめざす百舌鳥・

古市古墳群のＰＲを行うなど、清掃活動を盛り

上げてくれました。 

 

普段、行っている親子のふれあいや他の参加 

者との交流を通じて行う活動の中に「子育て 

に関する学び」があることに気づいていただ 

くためにワークシートを作成しました。 

お堀の向こう

がニサンザイ

古墳です。 

広い公園の中

をみんなで清

掃しました。 

堺のゆるキャラが登場 

「ムーやん」は

子どもたちに大

人気でした！ 

ハニワ課長が参加者

のみなさんに百舌

鳥・古市古墳群の世

界文化遺産登録をＰ

Ｒしました。 

堺市ＰＴＡ協議会がアレンジしたワー

クシートの一部です。 

参加した方がわかりやすいように工夫

されています。 
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清掃活動に再度グループワークを行

い、活動をみんなで振り返りました。 

清掃活動の意義を再確認 

 清掃活動終了後に、再度グループごとに分かれ、振り返りのグループワークを行いました。活

動内容を振り返ることで、親子のふれあいにつながるとともに、他の参加者との交流を通じて行

う清掃活動の意義を再確認しました。 

 参加したみなさんにご記入いただいたワークシートは半分に切り離せるようになっており、半

分は主催者が次の開催に生かせるよう、また、もう半分は参加者が持ち帰ることによって、それ

ぞれが各家庭や、次の活動に向けて活動の振り返りができるものです。 

 

堺市教育委員会が保護者に啓発している

家庭教育支援の視点をわかりやすく示し

た「お・や・そ・だ・ち」を清掃活動に

使用したワークシートに落とし込んだも

のです。 

子どものや親が参加するイベントで

「お・や・そ・だ・ち」を意識すること

で、普段の地域活動が「親が育ち子ども

が育つ地域活動になります。 

みんなで「つながり」を広げる！ 

最後は、参加者全員で堺市ＰＴＡ協議会が作成した手ぬぐいを手に記念撮影を行いました。 

ニサンザイ古墳という「堺ならでは」の場所で、清掃活動を行うことで、堺にある文化遺産につ

いての知識を得ることができ、みんなで大事にしていくという観点や、親子のふれあいや他の参

加者との交流などが生まれました。 

「ニサンザイ古墳」という地域（場所）とみなさんが、 

また、参加者したみなさんがそれぞれ相互に「つながる」 

ことができました。 

これこそが社会教育の実践の場であり、堺の社会教育資 

本（ソーシャル・キャピタル）の構築事例となる清掃活動 

となりました。 
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コラム：社会教育とＳＤＧｓ 

〇ＳＤＧｓは、先進国と開発途上国がともに共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標であ

り、地球上の「誰一人取り残さない」ことを明確に掲げており、「２０３０年の世界のあるべき

姿＝さまざまな課題が解決された、持続可能な社会」を実現するための１７のゴール（目標）

であり、その下に、１６９の具体的なターゲットと２３２の指標が定められています。 

 

○堺市では「ＳＤＧｓ未来都市計画」として、各項目における独自の目標を掲げており、行政の

各施策による取組や、市民活動において、日々目標への進捗が図られています。 

 

○これらをはじめとするＳＤＧｓにかかわる様々な計画等は、私たちが地球でずっと暮らしてい

けるよう、国連や企業、有識者たちが知恵を寄せ合ってできたものですが、私たちが毎日の生

活の中で行っているさまざまな活動であったり、気を付けていることの中にも、ＳＤＧｓのゴ

ールに深く関係しているものがあります。 

 

○社会教育は、一人ひとりが日々の生活の中で出会うさまざまな課題の解決などに向け、自分に

あった形で学ぶことや、わたしたちの生きる社会において、さまざまな形で存在する課題につ

いて解決することに寄与しうるものです。ＳＤＧｓも同様に、今、私たちの社会が直面してい

るさまざまな問題を解決することをめざしており、ＳＤＧｓの目標である「誰もが取り残され

ない、一人ひとりが幸せな社会を実現する」という目標は、社会教育において「つながり」や

「学びあい・教えあい」に共通するとても大事なことであると言えます。 

 

○ＳＤＧｓの取組を推進させるためには、行政や市民のみなさんが新たな課題を認識し、取り組

みを行うことも重要ですが、行政や市民のみなさんが日々行っている活動を改めて「振り返っ

たり、見直してみる」ことも大事ではないでしょうか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇社会教育法第３条（国及び地方公共団体の任務）として、「国及び地方

公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育

の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布

その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を

利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を

醸成するように努めなければならない。」としています。 

 

〇市民のみなさんや各種団体が日々さまざまな活動を行っているのと

同様に、行政においても多くの施策が日々実施されています。 

 

〇これらの行政の多くの施策において、「社会教育法に定める一般的な

社会教育」だけでなく、実は社会教育を直接目的としたようなもので

ない、さまざまな目的をもって実施されている施策の中にも、社会教

育の観点が含まれているのです。 

 

第 5章 
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行政のさまざまな取組にも、社会教育の視点があります。 
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令和元年度５月に世界文化遺産登録された百

舌鳥・古市古墳群の中で最大の規模を誇る大仙

（仁徳天皇陵）古墳に隣接し、堺市博物館や日

本庭園がある大仙公園を訪れる人がここ数年増

えてきています。 

堺市では、増加している国内外からの来訪者

へのおもてなしのため、平成３０（２０１８）

年に大仙公園いこいの広場に安全・安心・快適

なトイレを整備したことから、社会教育委員会

議で視察を行いました。 

 

大仙公園のいこいの広場の西の端にある「おも

てなしトイレ」は、既存の公衆トイレのイメージと

はかけ離れた和風の趣のある建物でした。 

建物は左右対称で、中央に広い入り口があり、入

ったところは広々とした空間で、奥に市立堺高校

の生徒が作成した吉野杉を使ったベンチが設置さ

れた休憩スペースがあり、小学生ならば１クラス

が十分雨宿りできる広さです。奥の壁はガラス張

りで大仙公園の緑の木々が見えます。 

外から中の様子が見える安全で、しかも明るい

構造になっています。左右の壁の下に大きな木製

のベンチがあり、壁には堺の伝統産業である注染

の手ぬぐいが展示されています。堺高等学校の生

徒が製作した吉野杉のベンチは、堺市の友好都市

である奈良県東吉野村産の杉を素材にしていると

のことでした。 

 エントランスのスペースの左側に女性用トイレ

と多目的トイレがあり、右側に子ども用と男性用

トイレがあり、公園のトイレに子供用があるとい

うことが新鮮でした。子ども用トイレには、低いパ 

増加する国内外全ての来訪者のための 

「おもてなしトイレ」 

「おもてなしトイレ」は、公衆トイレとしては

初めて「堺セーフシティ・プログラム」の視点を

取り入れ、キッズトイレや女性用パウダーコーナ

ー、多言語サイン、防犯カメラの設置など、使 

 -施設概要- 

増加している国内外からの来訪者へのおも

てなしのため、安全・安心・快適なトイレ大仙公

園いこいの広場に整備されました。（平成３０

（２０１８）年３月竣工） 

キッズトイレや女性用パウダーコーナーがあ

り、多言語表記のサインや友好都市である東吉

野村の木材を使用したベンチも設置され、おも

てなしの精神を体現しています。 

また、防犯対策として、外部に防犯カメラ、個

室内には非常用ボタン、間仕切り壁を天井まで

立ち上げるなど、堺セーフティ・プログラムやジ

ェンダー、人権の視点を取り入れた、まさに性

犯罪や暴力を許さないトイレです。 

第
５
章 

 

事
例
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お
も
て
な
し
ト
イ
レ
（
大
仙
公
園
） 
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全ての来訪者の 

「安全・安心・快適」のために 

堺セーフシティ・プログラムの観点 

用する全ての方の安全・安心に配慮し設置されま

した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           訪問先の情報は掲載時点での情報ですので詳細は各施設等にお問合せください。 

所在地 堺市堺区百舌鳥夕雲町 2丁（大仙公園内いこいの広場) 

利用期間  通年    

利用時間  ４月～９月 ５：００～２１：００ 

１０月～３月 ６：００～２１：００ 

交通アクセス ＪＲ阪和線「百舌鳥駅」から徒歩で５分 

 

訪問先データ 

見学後の社会教育委員会議では、「設計のコン

セプトの説明があると良い」「ＬＧＢＴの人への

配慮について当事者に評価していただくことも

大事ではないか」「人権を大切にしたトイレから

市民も学べる。「もっと市民に伝えたい」「市民が

活用方法を知ることで、来訪者をもてなすための

トイレが完成する」「花一輪の心遣いに堺らしさ

を感じた」などの肯定的な意見がありました。「お

もてなしトイレ」はこれで完成ではなく、利用の

仕方で素晴らしい資源になりそうです。(社会教育

委員 餅木 哲朗) 
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ーテーション（ついたて）の個室内に幼児用の

便器があり、子どもは大人に見守られながら利

用できるようになっていました。これには自立

を促すと共に子どもの人格を尊重する視点が感

じられました。 

子ども連れの方も安心して使えるように、女

性用、男性用共にベビーカーを入れることがで

きる広い個室があり、その中には乳幼児用のベ

ッドやベビーチェアが設置されていました。男

女共同参画社会にあっては、公共施設の全てに

あるべき設備ではないでしょうか。 

また、全個室を含め各所に非常用ボタンが設

置されていました。 

非常用ボタンを押すと大 

きな電子音が鳴り、各トイ 

レ入口上部の赤色灯が点灯 

し、建物の外にあるパトラ 

イトが回ることで外部に異 

常を知らせる仕組になっています。 

また、今後は訪日外国人が多く訪れることが

予想される中、トイレ内の表示は、ピクトサイ

ンを使うとともに４か国語表記の「トイレのつ

かいかた」が掲示されていました。 

「おもてなしトイレ」は、堺市役所女性職員

の方々の意見が反映されているということで、

その良さを感じられるものであることは間違い

ないと思います。 

社会教育資源としての 

「おもてなしトイレ」 

誰もが使いやすい、おもてなしトイレから 

SDGｓの視点が感じられました。 
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 -施設概要- 

堺市博物館は、市制 90 周年記念事業

として昭和 55（1980）年に開館しまし

た。生涯学習と市民文化の向上のため、

堺市の歴史、美術、考古、民俗に関する博

物館として、多くの資料を収集、保存、展

示しています。 

 古代史のロマンを秘めた百舌鳥古墳群

のほぼ中心にある大仙公園の広大で緑豊

かな中に、博物館、茶室、中央図書館、自

転車博物館、日本庭園、都市緑化センタ

ーなどが整備されています。 

第
５
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堺
市
博
物
館 
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 堺は、中世、ポルトガルをはじめ海を越えた

「つながり」があり、そのような歴史から、堺

は海の向こうの国々や地域からもたらされた

知識や技術などを通じて発展し、今日の姿にな

っています。 

堺市社会教育委員会議では、堺の豊富な社会

教育関係資本（ソーシャル・キャピタル）を知

ることが、今後の堺の持続可能な社会教育のた

めには必要だと考え、「先人」の知恵が詰まっ

ている堺市博物館を視察いたしました。 

から薩摩、琉球へとつながる海路の起点となり、

近畿地方の文化と貿易の中心になったとのこと

です。その時、種子島経由でポルトガルの鉄砲

が伝わって有名な生産地となり、江戸時代には

幕府による統制下で生産を続けました。 

 この歴史から分かることは、２つあります。

まず、堺の歴史はものづくりの優れた技術を他

国から受け入れて学び発展させる、国際的な交

流の歴史そのものであることです。       

 もう一点は、堺の「先人」とは朝鮮半島やその

ほかの地域から渡来した人たちを、あたりまえ

のこととして含んでいるということです。 

海の「つながり」と堺 

自由都市-堺- 

 堺市博物館は、「堺らしさ」の宝庫です。こち

らで「堺らしさ」についてたくさん学びました

が、「鉄」を例にします。古墳時代、多量の鉄の

原料が朝鮮半島から日本にもたらされ、堺の古

墳などに鉄器が納められました。   

中世から近世に「自由都市-堺-」が繁栄しま

したが、その原因には戦国時代の戦乱があった

と教えていただきました。京都や瀬戸内海を含

む西日本の広い地域で戦乱が続き、堺が土佐沖 

結果的に、戦乱が堺を繁栄させるきっかけに

なりましたが、だからこそ率先して平和の大切

さを訴え続けなければならないと思いました。 

鉄砲と平和の関係 
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戦国時代には堺でも非常に多くの鉄砲が作ら

れたそうですが、それは堺が求める繁栄ではな

かったかもしれません。後の江戸時代に作られ

た鉄砲には美しい唐草模様が描かれ、武器とい

うより工芸品に見えました。唐草模様は古代ペ

ルシアから日本に奈良時代に伝わったもので、

永遠の命を表します。その描かれた唐草がむし

ろ鉄砲の力を戒めているように感じられまし

た。 

 

堺市博物館には、このような堺の歴史が満載

です。展示だけでなく、体験コーナーや古墳を

バーチャルリアリティ（ＶＲ）で楽しめる「百

舌鳥古墳群シアター」もあります。 

周囲のゆったりした大仙公園や、堺市茶室

「伸庵」「黄梅庵」もお勧めです。ぜひ、悠久の

堺の歴史に思いを馳せながら散策してみては

いかがでしょうか。 

（社会教育委員 田間 泰子） 

 

 

               訪問先の情報は掲載時点での情報ですので詳細は各施設等にお問合せください。 訪問先データ 

堺には、もう一つ有名な鉄製品、包丁があり

ます。「南蛮貿易」で伝わった煙草を刻む包丁

で有名になり、包丁を作る鍛冶仲間による専売

が行われていました。 

包丁も、使いようによっては凶器となりま

す。しかし、堺の 

包丁は武器ではな 

く、多くの人々を 

育み、喜ばせ、結 

びつける「つなが 

り」のための料理の道具です。そして、それ

は現在でも変わらず、脈々と受け継がれてい

ます。 

このように、堺のものづくりは、国際的な先

人たちの志と交流、そして尽力によって鍛え上

げられた素晴らしい技術に支えられています。

ぜひ、平和の実現につながって欲しいと思いま

す。 

 

所在地 堺市堺区百舌鳥夕雲町 2 丁（大仙公園内) 

利用期間  通年    

利用時間  ４月～９月 ５：００～２１：００   

１０月～３月 ６：００～２１：００ 

交通アクセス ＪＲ阪和線「百舌鳥駅」から徒歩で５分 

 

伝統の技の平和利用へ 

堺市博物館 

堺で長年伝えられてきた技術・歴史に 

SDGｓの視点が感じられました。 
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政治に参加する権利は、民主主義の原点であ

り、人権の核となるものだと思います。そのよ

うな権利ではありますが、高校生にとっては、 

 -イベント概要- 

平成３０（２０１８）年１１月１７日開催 

○第１部  議会報告 

（市役所本館１１階 本会議場） 

・議会の活動について議員が報告  

○第２部 議員との懇談（意見交換）  

・１２のテーブルに分かれて、次代を担う高校

生と議員が身近なテーマについて自由に意見

交換（市役所本館１０・１２階 委員会室等）  

【意見交換のテーマ】  

『これからの堺のまちづくりについて』 ～この

まちを住み続けたいまちにするには？～  

『これからの堺の観光について』 ～若者や外国

人が訪れたいのはどんなまち？～ 

第
５
章 

 

事
例
３ 

Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｋ
★
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
高
校
生
み
ら
い
議
会 
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今回の報告会は、公職選挙法の改正による選

挙権年齢の１８歳以上への引き下げと令和４

（２０２２）年から民法の改正による成年年齢

の変更により、今後、若者のさらなる政治参加

が期待されていることから、次代を担う高校生

と議員が意見交換等を行い、高校生の政治、行

政、選挙に対する理解を深め、関心を高めるこ

とを目的として実施されたものです。 

第１部では、公職選挙法の改正による選挙権

年齢の１８歳以上への引き下げと議会活動に

関する情報を議員が直接、報告・説明すること

により、議会への関心を高めていただき、第２

部では、５つの会場に分かれて、議員と高校生

がまちづくりや観光などの市政に関する２つ

のテーマ（「これからの堺のまちづくりについ

て」「これからの堺の観光について」）について

自由に意見交換を行いました。 

まだまだ身近なものとは言えないのかもしれ

ません。今回、行われた市議会議員との意見交

換で、小グループに分かれた際に、それぞれの

グループで司会役をされていた市議会議員が、

高校生のみなさんの意見をしっかり受け止め、

話しやすい雰囲気を作っていました。 

高校生と市議会議員という普段、接点の持ち

にくい立場の人たちがざっくばらんに意見交

換を行い、堺のための新たな知恵を生み出すと

ともに、それらを分かちあう良い機会になった

のではないでしょうか。 

次代を担う高校生と議員との意見交換 

これからの堺のまちづくりについて 

高校生と市議会議員との意見交換 

 第１部の議会報告の終了後、１２のグループ

に分かれ、高校生と市議会議員で意見交換を行

いました。まず始めのテーマ「これからの堺の

まちづくりについて」では、さまざまな高校生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺の観光についても、古墳に関連して多くの

意見が出され、増加する外国人観光客へのアピ

ールとして、気球を活用したものや、Ｗｉ－Ｆ

ｉ、町家カフェの整備など世界遺産登録をめざ

す古市・百舌鳥古墳群の活用などの意見があり

ました。 

多くのテーブルでは堺の伝統産業である包

丁や千利休を始めとした茶の湯文化、じゅうた

ん、自転車など、堺が誇る歴史・文化・産業に

ついてのアピールが不足しているのではない

かとの意見もあり、堺の強み・弱みについて高

校生がしっかり 

と自分の考えを 

持ち、文化的な 

視点を備えてい 

ました。 

また、歴史 

・文化だけでなく、商店街の活性化や美術館に

よる観光客誘致策など、これからのまちづくり

に関する意見も多く接することができました。 

今回、高校生からも堺の特産品をはじめとす

るモノ作りを世界に広めていくことの重要性

がなされていましたが、そういったテーマを議 
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           訪問先の情報は掲載時点での情報ですので詳細は各施設等にお問合せください。 

所在地 堺市堺区南瓦町３番１号 

第１部：本会議場（堺市役所本館１１階） 

    第２部：委員会室等（市役所本館１０・１２階） 

交通アクセス 南海電鉄高野線 堺東駅下車、西出口からバスロータ

リーの方向に約２００メートル 

 

訪問先データ 

高校生と市議会議員との 

学びあい・教えあい 

今回の取組では、堺市の未来を担う高校生が

考えていることについて、直接知ることができ

る機会であったと思いました。 

高校生が市議会議員に向かって、とても積極

的に発言しているのが印象的であり、自分自身

の生活をより良くしていくための要望を表現

していくことができていることは、すでに社会

教育的な観点を兼ね備えた場であるとともに、

意見を受ける立場である市議会議員が年齢の

離れた高校生に市政などについて説明するた

めの工夫をすることで、誰にも分かりやい情報

発信につながる取組となったのではないでし

ょうか。 

高校生と議員という、なかなか接点の持ちに

くい立場の人たちがつながることはとても意

義深いものがあったと思います。政治というも

のが、大人の世界にあるものではなく、年齢な

どに関係なくひとり一人が対等な関係性（学び

あい・教えあい）の中で、日々の生活にとって

も密接な関係を持つということに気づいても

らうきっかけになったのではないでしょうか。 

（社会教育委員 林 美輝） 

これからの堺の観光について 

からの率直な意見が出ていました。特に若者ら

しい意見が多いのかと思われましたが、意見交

換後の市議会議員からの総括によると、ＳＮＳ

を活用した堺の情報発信やまちの賑わい、自転

車の通行環境、スポーツ・文化施設の整備など

多岐にわたり、生活者目線での意見が多かった

ことが印象的でした。 

論することで、持続可能な堺らしさの発展にも

寄与することができると思います。 

堺市議会 

高校生や市議会議員の積極的な姿に 

SDGｓの視点が感じられました。 
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◎：議長 〇：副議長 

（令和元年（２０１９）６月時点 ５０音順、敬称略） 

 

 

 

 

氏 名 所属団体等 備 考 

浅野
あ さ の

 勲
いさお

 堺市自治連合協議会 - 

植木
う え き

 聡
あきら

 堺市PTA協議会 
(任期) 

平成 30年６月 29日から 

佐伯
さ え き

 知子
と も こ

 大阪総合保育大学准教授 - 

田間
た ま

 泰子
や す こ

 大阪府立大学教授 - 

鶴山
つるやま

 剛
つよし

 堺市立中学校長会 - 

服部
はっとり

 節子
せ つ こ

 堺市人権教育推進協議会 - 

林
はやし

 美
み

輝
き

 龍谷大学教授 ○ 

原
はら

 明美
あ け み

 堺市PTA協議会 
(任期) 

平成 29年 7月 1日から 

平成 30年 6月 29日まで 

餅
もち

木
き

 哲郎
てつろう

 大阪教育大学教授 ◎ 

山口
やまぐち

 典子
の り こ

 堺市女性団体協議会 - 
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堺市社会教育委員名簿 

（任期 平成 2９年 7 月１日から令和元年 6 月 30 日まで） 
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日時 審議内容 

平成 2９年 8月３日 

(1) ①議長・副議長の選出について 

②今期の会議取組内容について 

(2) 堺市社会教育委員会議提言書について 

平成 2９年１０月１１日 

(1) 平成 29年度指定都市社会教育委員連絡協議会等への 

参加報告について 

(2) 今期の会議取組内容について                                   

平成３０年 5月 1４日 

(1) 平成３０年度社会教育関係事業予算の報告について 

(2) 平成３０年度補助金の交付について 

(3) 今期の会議取組内容について 

平成３０年 10月１０日 

(1) 今期の会議取組内容について 

(2) 委員改選について 

(3) その他 

平成３１年１月２5日 

(1) 今期の会議取組内容について 

(2) その他 

(3) 委員改選について(非公開) 

令和元年 5月１７日 

(1) 令和元年度社会教育関係事業予算の報告について 

(2) 令和元年度補助金の交付について 

(3) 今期の会議取組内容について 

(4) その他 
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堺市社会教育委員会議審議結果 資
料
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Ｐ６ 「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」 

2015（平成 27）年の 9月 25日－27日、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開

発サミット」が開催され、150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世

界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、人

間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標をかかげました。この目標が、ミレニ

アム開発目標（MDGs）の後継であり、17の目標と 169のターゲットからなる「持続可能な開発

目標（SDGs）」です。出典：国際連合広報センター https://www.unic.or.jp/ 
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Ｐ６ 「ミレニアム開発目標（MDGs）」 

ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）は，開発分野における国際社会

共通の目標です。2000（平成 12）年 9月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミット

で採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめられました。 

  発展途上国向けの開発目標として、2015（平成 27）年を期限とする 8 つの目標を設定しまし

た。（①貧困・飢餓、②初等教育、③女性、④乳幼児、⑤妊産婦、⑥疾病、⑦環境、⑧連帯） 

 出典：外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html 

Ｐ７ 「中央教育審議会（ちゅうおうきょういくしんぎかい）」 

中央省庁等改革の一環として、従来の中央教育審議会を母体としつつ、生涯学習審議会、理科教

育及び産業教育審議会、教育課程審議会、教育職員養成審議会、大学審議会、保健体育審議会の機

能を整理・統合して、2001（平成１３）年１月６日付けで文部科学省に設置されました。文部科学

大臣の諮問に応じて生涯学習の推進や機会の整備に関す協議事項を審議し、文部科学大臣又は関係

行政機関の長に意見を述べること。出典：文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

Ｐ７  「地域学校協働活動（ちいきがっこうきょうどうかつどう）」 

地域学校協働活動とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・ 

機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、 「学

校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して 行う

様々な活動です。出典：文部科学省 https://manabi-mirai.mext.go.jp/ 

Ｐ８  「社会教育施設（しゃかいきょういくしせつ）」 

社会教育施設（しゃかいきよういくしせつ）とは、家庭や学校の外で、児童から青年、成人、高

齢者に至るまですべての年齢の人が、学習や研修、スポーツや趣味に興じたり、楽しむ機会を提供

されることが出来る生涯学習のための施設です。  

社会教育法第 3条にも規定があるとおり、社会教育施設では、社会教育の奨励に必要な施設であ

って、具体的には図書館、博物館（科学館なども含めて）、公民館（社会教育センター、市民館、市

民ホール）、公文書館などがあります。出典：文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

Ｐ９ 「社会教育主事（しゃかいきょういくしゅじ）」 

  社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教育を

行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担います。 

○教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施 

○管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言 

○社会教育関係団体の活動に対する助言・指導 

○管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施 

出典：文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 
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Ｐ１０ 「百舌鳥・古市古墳群（もず・ふるいちこふんぐん）」 

堺市の「百舌鳥」、羽曳野市・藤井寺市の「古市」の２つからなる百舌鳥・古市古墳群は、4世紀

後半から 6世紀前半にかけて 200基を超える古墳が築造された巨大古墳群です。2019（令和元）

年 7月 6日、アゼルバイジャンの首都、バクーで開かれたユネスコ世界遺産委員会で世界遺産に登

録されました。出典：堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/ 
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Ｐ９ 「太政官布告（だじょうかんふこく）」 

太政官布告は、明治時代初期に最高官庁として設置された太政官によって公布された法令の形式

です。内閣制度の発足に伴い，１８８６（明治１９）年廃止されましたが、現行日本国憲法に反し

ない限りで現在も有効。出典：朝日新聞社「コトバンク」 https://kotobank.jp/ 

Ｐ１１ 「今井宗久（いまいそうきゅう）、津田宗及（つだそうきゅう）、千利休（せんのりきゅう）」 

戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、茶人、茶湯の天下三宗匠と称せられました。 

今井宗久（いまい そうきゅう）永正十七年～文禄二年（１５２０～１５９３） 

津田宗及（つだ そうきゅう） 生年不詳～天正十九年（？～１５９１） 

千利休 （せんの りきゅう） 大永二年～天正十九年（１５２２～１５９１） 

出典：堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/ 

 Ｐ１1 「和敬清寂（わけいせいじゃく）」 

茶道で、主人と客が互いの心を和らげてつつしみ敬い、茶室の品々や雰囲気を清浄な状態に保つ

ことです。千利休の茶道の精神・境地を表した語でもあります。「和」「敬」はともに主客の心得を、

「清」「寂」は茶庭・茶室・茶器などに関する心得を意味します。 

出典：朝日新聞社「コトバンク」 https://kotobank.jp/ 

 Ｐ１1 「一期一会（いちごいちえ）」 

一生に一度だけの機会。生涯に一度限りであること。生涯に一回しかないと考えて、そのことに

専念する意。もと茶道の心得を表した語で、どの茶会でも一生に一度のものと心得て、主客ともに

誠意を尽くすべきことをいいます。千利休の弟子宗二の『山上宗二記やまのうえそうじき』に「一

期に一度の会」と記載されています。 

出典：朝日新聞社「コトバンク」 https://kotobank.jp/ 

 Ｐ１1 「堺・アセアンウィーク」 

堺と交易の歴史を持つアセアン（東南アジア諸国連合）の国々の参加を得て、堺市制施行 120周

年を記念し、２００９（平成２１）年から毎年開催しているのが「堺・アセアンウィーク」です。 

  市民の方々とアセアンからの参加者との相互理解と友好の推進を目的としており、特に、若い世

代における異文化理解と価値の共有は、「堺・アセアンウィーク」全体を通したテーマとなっていま

す。 出典：堺市ホームページ https://www.city.sakai.lg.jp/index.html 

Ｐ１２ 「堺市マスタープラン」 

堺市総合計画「堺２１世紀・未来デザイン」の基本構想の下での、まちづくりの基本的な方向性

と取組を示すものです。【計画期間】平成２３～３２年度１０年間（２０１１～２０２０年度） 

 出典：堺市ホームページ https://www.city.sakai.lg.jp/index.html 

 

Ｐ１０ 「社会関係資本（しゃかいかんけいしほん）※Social Capital（そーしゃる・きゃぴたる）」 

社会・地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念です。ソーシャルキャピタルが蓄積され

た社会では、相互の信頼や協力が得られるため、他人への警戒が少なく、治安・経済・教育・健康・

幸福感などに良い影響があり、社会の効率性が高まるとされます。 

提言書（P２６に記載）や本実践報告集における社会関係資本については、アメリカの政治学者であ

るロバート・パットナムの議論を参考にしています。 

出典：朝日新聞社「コトバンク」 https://kotobank.jp/ 
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Ｐ２４ 「南宗寺（堺市堺区南旅篭町東３丁１）」  

弘治 3 年(1557 年)三好長慶が父元長の菩提を弔うために、大林宗套(だいりんそうとう)を迎え

開山とした臨済宗大徳寺派の寺院です。慶長２０年(１６１５年)の大坂夏の陣による焼失後、寺地

を現在の場所に移し、沢庵宗彭(たくあんそうほう)らにより再建が行われました。境内には国指定

名勝の枯山水の庭、国指定重要文化財の仏殿･山門･唐門、千家一門の供養塔、利休ごのみの茶室実

相庵(じっそうあん)などがあります。出典：堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/ 

Ｐ25 「保護司」 

保護司は，保護司法に基づき，法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員（実質的に民間の

ボランティア）です。保護観察官（更生保護に関する専門的な知識に基づいて，保護観察の実施な

どに当たる国家公務員）と協力して，主に次のような活動を行います。なお，保護司には給与は支

給されませんが，活動内容に応じて，実費弁償金が支給されます。 

出典：法務省 http://www.moj.go.jp/index.html 

Ｐ３０ 「堺市子ども食堂開設支援補助金」 

市内で新たに開設した子ども食堂の準備経費（備品、消耗品、軽微な設備改修費用等）の一部を

補助します。補助額は子ども食堂 1か所につき、上限２０万円。募集要項は、堺市社会福祉協議会

地域福祉課、同協議会区事務所（区役所内）にもあります。 

 出典：堺市ホームページ https://www.city.sakai.lg.jp/index.html 

Ｐ３８ 「ニサンザイ古墳」 

百舌鳥古墳群南東端にある全長約３００mの全国７番目の大型前方後円墳。前方部が大きく広が

った姿は古墳群で最も精美で新しい、5 世紀後半の築造とされ、名称ニサンザイは｢陵｣が語源と考

えられます。 出典：堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/ 

Ｐ４４ 「注染」 

生地を染色する技法で、染色したい場所に糊で土手を作り、染料を注ぎ込むことで染色します。

ぼかしなどの技法を活かすことで、立体感を表現することに優れています。生地の表裏両面から染

色するため、表も裏も同じ柄が同じ色合いで出ることも注染の大きな特徴のひとつです。 

中区内、石津川沿い毛穴地域では、注染の工場が現在でも多く立ち並び、手ぬぐいや浴衣、日傘

などの製品が作られています。 

出典：堺市ホームページ（中区） https://www.city.sakai.lg.jp/index.html 

Ｐ３８ 「仁徳天皇陵古墳（大仙古墳）」 

クフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界 3大墳墓、5世紀中ごろ築造とされ全長約 486mの日本

最大の前方後円墳。百舌鳥耳原三陵の一つで、墳丘は３段に築成され三重の濠がめぐり 10 基以上

の陪塚があります。 出典：堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/ 

Ｐ４５ 「ＬＧＢＴ」 

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーのアルファベットの最初の文字をま

とめたもので、性的マイノリティの総称や多様な性を表す言葉としても使われています。 

 出典：堺市ホームページ https://www.city.sakai.lg.jp/index.html 

Ｐ４５ 「ピクトサイン」 

「ピクトサイン」とは、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（マーク）のこと

である。 主に鉄道駅や空港などの公共空間で使用され、文字による表現の代わりに視覚的な図で表

現することで、言語の違いによる制約を受けずに情報の伝達を行うことができます。  

出典：公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター https://www.accu.or.jp/jp/index.html 
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これからの展望 

堺市が先進的に取り組んでいるＳＤＧｓの実現のためには、公民館や図書館、博物館などの社会教育施設

や学校、地域との連携による社会教育はもちろんのこと、社会教育の範囲を広く理解し、多様な人々の多様

な学びでの「学びあい教えあい」を視野に入れて行く必要があります。 

その場合、「学びあい教えあい」という言葉の意味についても、単に学習する行為を意味するだけではな

く、ＳＤＧｓの理念でもある「誰一人取り残されない社会」を築き上げる過程にある私たち一人ひとりの

「気づき」や「つながり」を深めていく営みに注目していく必要があると思います。 

２年前の提言書の冒頭に「私たちが重視したのは、市民のみなさんの立場から見て、『私たちが社会教育

をどのようなものとして理解すれば、自分たちが楽しくなる、成長できる、そして生活がより豊かになるの

か』と考えることでした」と記していますが、「学びあい教えあい」をこのように広くかつ柔軟に捉え直し

て社会教育を理解していくことで、社会教育の方法や内容は、人それぞれによって多様なものになっていく

ことでしょう。 

ただ、社会教育委員会議としては、多様な社会教育の理解の普及を求めること、つまり提言書にある「社

会教育への発想を切りかえる」こと、それ自体が目的ではありません。ＳＤＧｓをはじめとする社会教育の

推進、つまり「つながり」が広がることで、個人の幸福につながり、また地域や堺、世界中に広がることで

「人類の福祉と平和」となり、「誰一人取り残されない社会」への実現につながると考えています。その大

きな目的に近づくためのキーワードが社会教育の概念としての「つながり」であり、「学びあい教えあい」

です。 

このような「つながり」や「学びあい教えあい」なしには、ＳＤＧｓの様々なゴールやターゲットは達成

することはできないでしょう。そして、提言書の完成から２年が経ちましたが、その「つながり」や「学び

あい教えあい」を広め、深めていくために私たちにできることはまだまだあると思います。 

提言書と今回の実践報告集が、より多くの市民のみなさんに社会教育への理解と共感、そして実践を深め

ていくためのきっかけとなり、さまざまな機会を通じて活用されていくことを期待するのと同時に、私たち

社会教育委員もみなさんとともに社会教育を実践し、発信し続けていきたいと考えています。 

 

令和元年１１月 

堺市社会教育委員会議 

副議長 林 美輝 
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